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序     文 
 

インドネシア共和国では、2005年７月にヒトへの鳥インフルエンザ感染例が確認されて以降、

感染者の報告が続いています。ヒトへの感染の拡大は感染力の強いウイルス（新型インフルエン

ザ）への変異を引き起こし、インドネシア国内のみならず世界中に多大な感染者と死者を出す可

能性が危惧されているため、インドネシアでは鳥インフルエンザ・ヒト感染早期封じ込めのため

のサーベイランスを重要な国家政策の一部として位置づけていますが、実際のサーベイランスシ

ステムの強化が緊急の課題となっています。 
こうした状況下、鳥インフルエンザのヒト感染のリスクが高レベルと分類され、東インドネ

シアの玄関口である南スラウェシ州をプロジェクトサイトとして、インドネシア政府は我が国に

技術協力を要請してきました。 
同要請に対応し、独立行政法人国際協力機構は、鳥インフルエンザ・ヒト症例のサーベイラ

インス強化を目的とするプロジェクトを計画するために、2008年５月に第一次事前評価調査団、

同７月から８月に第二次事前評価調査団を派遣し、インドネシア保健省および南スラウェシ州保

健局との間で協議を行い、協力計画を取りまとめ、2008年10月からのプロジェクト開始を合意し

ました。 
本報告書は、上記事前評価調査の結果を取りまとめたものです。ここに本調査を実施するに

あたり、ご協力を賜りました関係各位に深く感謝申し上げます。 
 

平成20年９月 
 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 西脇 英隆 
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保健所（プスケスマス） 裏庭での鳥飼育 

南スラウェシ州 県レベル関係者ワークショッ

プの様子 

南スラウェシ州保健局のサーベイランス用報告

様式 

南スラウェシ州 県レベル関係者ワークショッ

プの様子 

保健ポスト（ポシアンドゥ）（写真奥の白屋根

の建物） 



 



  

略 語 表 
AI Avian Influenza 鳥インフルエンザ 

AusAID Australian Agency for International 
Development 

オーストラリア国際開発庁 

BAPPEDA  地域開発企画局 

BBLK  州保健局検査機関 

BSL Bio Safety Level バイオセーフティレベル 

CDC Centers for Disease Control and 
Prevention 

米国疾病対策センター 

C/P Counterpart カウンターパート 

DSO District Surveillance Officer 県サーベイランス担当官 

FAO Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 

国連食糧農業機関 

FETP  
 

Field Epidemiology Training Program 実地疫学専門家養成プログラム 

HEPA filter Highly-efficiency Particle Air filter 空気中の塵埃を取り除くエアーフィ

ルターの一種 

ILI Influenza like illness インフルエンザ様疾患 

IMCJ International Medical Center of Japan （日本）国立国際医療センター 

IS-AI Integrated Surveillance for Avian 
Influenza 

鳥インフルエンザ統合サーベイラン

ス 
JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JPY Japanese Yen 日本円 

KOMDA  鳥・新型インフルエンザ対策地方委

員会 
KOMNAS-FBPI  鳥・新型インフルエンザ対策国家委

員会 

MFO Makassar Field Office JICAマカッサルフィールド事務所 

M/M Minutes of Meetings 協議議事録（ミニッツ） 

MOH Ministry of Health 保健省 

NIHRD National Institute of Health Research 
and Development 

（インドネシア）国立保健研究開発

研究所 
NIID National Institute of Infectious Diseases, 

Japan 
（日本）国立感染症研究所 

PCR Polymerase Chain Reaction ポリメラーゼ連鎖反応 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス 
 



  

PDSR Participatory Disease Surveillance and 
Response 

（参加型の疾病サーベイランスおよ

びレスポンス） 

PO Plan of Operation 活動計画 

PPE Personal Protective Equipment 個人防護資材 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

RT-PCR Reverse Transcriptase-Polymerase Chain 
Reaction  

逆転写ポリメラーゼ連鎖反応 

SEARO South East Asia Regional Office, WHO WHO南東アジア地域事務局 

SOP Standard Operating Procedure 標準操作手順書 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 

USAID United States Agency for International 
Development 

米国国際開発庁 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

WPRO Western Pacific Regional Office, WHO WHO西太平洋地域事務局 
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事業事前評価表 
１．案件名 

インドネシア共和国 鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト 
２．協力概要 
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では、2005年７月にヒトへの鳥

インフルエンザ（Avian Influenza：AI）感染例が確認されて以降、感染者の報告が続いて

いる。また、ヒトへの感染の拡大は感染力の強いウイルス（新型インフルエンザ）への変

異を引き起こし、インドネシア国内のみならず世界中に多大な感染者と死者を出す可能性

が危惧されている。そのため、インドネシアではAIヒト感染早期封じ込めのためのサー

ベイランスを重要な国家政策の一部として位置づけ、「国家鳥インフルエンザ統合サーベ

イランスガイドライン」を策定している。しかし、国家ガイドラインの詳細を定めた実施

指針がなく、特に州・県レベルではガイドラインの運用が徹底されていないうえ、コミュ

ニティとの連携のあり方も模索中であるなど、実際のサーベイランスシステムは脆弱であ

り、その強化は緊急の課題である。 
本プロジェクトは、インドネシア保健省疾病対策環境保健総局の要請により、①地域重

要感染症サーベイランスシステムを通じたAIの検知・報告・記録体制の強化（医療施設

から県・州保健局、保健省へ）、②コミュニティからのAI早期報告システムの開発、③早

期レスポンスチームのアウトブレイク調査能力強化、④検体の採取・移送および検査結果

管理の改善、⑤中央レベル、州および各県の連携強化等の活動を通じて、南スラウェシ州

においてAIのヒト症例サーベイランスシステムを強化することをプロジェクト目標とす

る。 
南スラウェシ州では鶏集団死の報告が多く、地理的にも東インドネシアの玄関口として

交通の要所になっており、しかも人口密集地であることなどからAI世界的流行（パンデ

ミック）の発生源としてのリスクが高い。したがって、南スラウェシ州が地域全体を網羅

するサーベイランスシステムモデルの構築に適していると考えられ、プロジェクトサイト

として選定した。 
 

（２）協力期間 
2008年10月から３年間 

 
（３）協力総額（日本側） 

約3.8億円 
 
（４）協力相手先機関 

保健省疾病対策環境保健総局、南スラウェシ州保健局 
 
（５）国内協力機関 

国立国際医療センター（IMCJ）、国立感染症研究所（NIID） 
 
（６）裨益対象者および規模など 

１）保健省 
保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局職員（約20人） 
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２）南スラウェシ州 
・州保健局疾病対策環境保健部サーベイランス担当職員（約15人） 
・州早期レスポンスチーム担当者（６人） 
・県保健局サーベイランス担当職員（全23県 約140人） 
・県早期レスポンスチーム担当者 （全23県 約140人） 
・保健所（プスケスマス。各郡に１～２箇所）スタッフ（243郡 約380人） 
・公的・私的医療機関サーベイランス担当スタッフ（約60人） 
・州検査施設スタッフ（約10人） 
 

３．協力の必要性・位置づけ 
（１）背景・経緯 

インドネシアで2005年７月にAIヒト感染例が確認され、我が国の緊急策の一環とし

て、JICAは緊急援助隊専門家チーム・プロジェクト形成調査団を2005年末に計４回派遣

した。JICAは、IMCJおよびNIIDの協力を得て調査団員を派遣し、サーベイランス、実験

室診断、病院での対応等について指導・助言を行った。 
その後、NIIDは、サーベイランス人材の育成や実験室診断などに対して指導・助言を

断続的に行ってきた。2007年度には、国家検査機関の人材のJICA研修を受け入れてい

る。また、IMCJはJICA専門家として保健省保健政策アドバイザーを2007年より派遣し、

本プロジェクトの案件形成を支援し、2007年８月に要請されるにいたった。加えて、

IMCJは南スラウェシ州において実施されたJICA「地域保健強化プロジェクト」の運営や

専門家派遣に携わった経験から、同州での協力の知見を蓄積している。 
こうした経緯から、JICAは、インドネシアのAI対策に継続的に携わってきたIMCJおよ

びNIIDの知見を活かして本プロジェクトを実施することとなった。 
 

（２）現状および問題点 
インドネシアでは2005年７月にAIヒト感染例が確認されて以降、2008年６月19日時点

で世界で最も多い110例の死亡例（WHO発表）が確認されており、現在も感染例と死亡例

の報告が続いている。 
ヒトへの感染の拡大は感染力の強いウイルス（新型インフルエンザ）への変異を引き起

こし、インドネシア国内のみならず世界中に多大な感染者と死者を出す可能性が危惧され

ている。そのため、AIヒト感染の早期検知・早期対応により、新型インフルエンザによ

る社会的影響を最小限に抑制することが、インドネシア国内のみならず、国際社会におい

ても、強く求められている。 
こうした状況下、インドネシア保健省疾病対策環境保健総局（本プロジェクトの要請機

関）は、2006年発効のAIサーベイランスの国家ガイドラインを基本にして、AI患者の早

期発見・早期対応によりAIの蔓延を防止しようとしている。この中で、州・県保健局の

サーベイランス担当官の役割をAIヒト感染疑い症例の検知と報告、住民啓発、鳥に対す

るサーベイランス（農業省で実施）との調整に絞り、サーベイランスシステムの強化を計

画している。しかしながら、州・県保健局のサーベイランス担当官には必要な知識や技

術、コミュニティとの連携が不足しており、実際のサーベイランスシステムは脆弱である

ため、現在報告されている症例数や死亡例数は過小評価であるとされている。 
サーベイランスによるAIの検知は、その後の対策に直結する出発点である。したがっ

て、サーベイランスの強化は、検知をより迅速化することで、その後の迅速な対策につな
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がり、新型インフルエンザによる社会的影響を軽減するものであり、AI対策における重

要性・協力の必要性が高い。他の対策として検体検査能力の向上やAIヒト感染症例に対

する医学的対応、一般市民向けのAI予防啓発活動などがあるが、国家検査機関の検査能

力は国際的にも一定レベルに到達しており、また医学的対応の強化は地域限定的な貢献の

みで全世界的な裨益は見込めない。予防啓発活動についてはすでに国連児童基金

（UNICEF）の支援による活動が展開されている。よって、協力のアプローチとしてサー

ベイランス強化に特化することが現状では最も有効であると考えられる。 
プロジェクトサイトとして選定された南スラウェシ州は、①家禽密度および鶏のAI発

生数が多く、かつ人口密集地であるため、インドネシア政府によりAIヒト感染のリスク

が高レベルと分類されているにもかかわらず他の高リスク州に比べ国際的な支援が少ない

こと、②鶏へのAI感染数が多い割りにヒト症例の報告が少なく、サーベイランス能力が

低いことが予想されること、③東インドネシアの玄関口として交通の要所であることなど

から、国家レベルのサーベイランスモデル構築の対象地域として適切である。 
なお、インドネシアにおいて、AIのヒトからヒトへの感染流行、あるいは新型インフ

ルエンザの発生・流行が起きた場合には、本プロジェクトに派遣される日本人専門家は他

のJICA専門家と同様に退避することになるため、本プロジェクトが中断・中止される可

能性がある。 
AIヒト症例サーベイランスの現状および問題点は以下のとおりである。 

１）AIの検知・報告・記録体制 
各州で検知されたAIヒト感染疑い症例の総数が国家レベルに報告されるべきである

が、2001年より開始された地方分権化の進展によって、州、県からの報告体制が不完全

となっており、国家によるサーベイランスの基本的管理が困難な状況にある。 
州および県レベルにおいては、検知・報告・記録を含むAIサーベイランスの実施指

針（テクニカル・プロトコル）が存在しないため、AIサーベイランスの実施が徹底さ

れていない。例えば、AIの報告定義が周知されていないため報告されるべき症例が検

知されず見逃される、検知しても迅速に報告されない、報告された情報が不十分で適切

な対応が遅れる、などの事態が生じている。あわせて、サーベイランス担当職員の知

識・能力不足も課題である。州内サーベイランスの指導的立場となる州保健局員の中で

サーベイランスの訓練を受講したものは乏しい。県保健局職員についても同様であり、

保健所（コミュニティからのAI疑い例などの報告を受ける責任がある）に対する指導

能力も低い。 
さらに、AIサーベイランスを十分機能させるには、単独のシステムを構築するので

はなく、初期症状の類似する他の疾病サーベイランスシステムの中にAIサーベイラン

スも位置づけ、それらと連動・連携することによってAI検知漏れのないサーベイラン

ス体制を構築する必要がある。 
州・保健局へのAIヒト感染疑い症例の報告者は州・県病院が主体で、保健所からの

報告は比較的限られている。また、一般の住民は、AIを疑われる症状があってもコミ

ュニティレベルの保健医療関係者に相談することが多く、保健所を受診することは少な

いといわれている。AIサーベイランスシステムの強化のためには、保健所がコミュニ

ティからのAIヒト感染疑い症例の情報を迅速かつ的確に入手し、確実に報告する体制

が必要であり、サーベイランス実施体制の中心的な役割を担う保健所に対する教育・訓

練を県保健局主導で実施し、キャパシティ強化を図ることも重要課題である。また、保

健所が指導的役割をもち、コミュニティレベルの保健医療従事者などを通じて、コミュ
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ニティから保健所への早期報告を促進することは、特にインドネシア側にとって重要な

課題であり、汎用性のあるモデルの開発が期待されている。 
サーベイランスの質の向上・維持のためには、サーベイランスが適切に行われている

かモニタリングすることも重要である。報告完全性、特異性、報告感度、適時性1など

のサーベイランスのパフォーマンスを測る指標を設定し、モニタリングすることが国際

標準となっているが、インドネシアでは未だ導入されていない。AIヒト症例サーベイ

ランスに対するパフォーマンス指標の設定およびモニタリングの実施は、システム全体

のパフォーマンス強化に貢献するものと考えられる。 
２）AIレスポンス・アウトブレイク調査能力および他のサーベイランスシステムとの連携 

AIアウトブレイクが検知されると、州の早期レスポンスチーム（州保健局サーベイ

ランス担当官２人を含む６人で構成）が出動し、検体採取、接触者追跡、疫学情報調

査、他のヒト感染疑い症例の検索などの「レスポンス」活動が実施される。多くの県

（23県中18県）には早期レスポンスチームが設置されているが、チームとしての能力は

不十分で、適切な早期対応が実施できず、州チームの出動に頼っている状況にある。ま

た、州と県のチームの役割分担が混乱している現状もある。そのため、AIレスポンス

チームに対する能力強化および州と県の連携の明確化、実施体制の整備が急務である。

また、州の早期レスポンスチームは、畜産局が実施する鶏などの家禽のAIアウトブレ

イク対応と連携して活動しているが、更なる連携強化と県レベルにおける連携の促進が

必要である。なお、家禽のAIサーベイランス・レスポンスに対しては、オーストラリ

ア国際開発庁（AusAID）／国連食糧農業機関（FAO）の共同支援によるParticipatory 
Disease Surveillance and Response（PDSR）プログラムが実施されている。 

３）検体取り扱い、検査結果の管理能力強化 
AIヒト感染疑い症例が検知された後、AIかどうか確定するには、採取された検体を

検査する必要がある。AI早期封じ込めのためには、適切な検体の採取、迅速な検体移

送、検査結果の迅速な連絡が不可欠である。AI検体の国家検査機関である国立保健研

究開発研究所（NIHRD）は、地方から送られてくる検体の不備（検体量、質、疫学・

臨床情報の不備）を指摘している。また、検体の適切な採取や検体送付経路、検体検査

結果の情報還元体制が不明確、不十分であるため、改善が必要である。 
 

（３）相手国政府国家政策上の位置づけ 
インドネシア政府はAIヒト感染症例サーベイランスを重要な国家政策の一部と位置づ

けており、「鳥・新型インフルエンザ対策国家戦略計画（2006-2008）」に従い、鳥・新型

インフルエンザ対策国家委員会を組織し、同疾病の対策を統括している。国家委員会とな

らび専門家チームも設立されており、その中にサーベイランスとリスク要因コントロール

チームが含まれている。また、2006年には保健省作成のAIサーベイランスのガイドライ

ンが発効され、AI患者の早期発見によりAIの蔓延を防止しようとしている。 
プロジェクトサイトである南スラウェシ州においても、州レベルのAI対策委員会が設

置されている。 

                                                        
1 ①報告完全性：例えば、全報告点のうち定期的に報告している報告点の割合、あるいは報告が定められている内容のうち、

実際に報告された内容の割合。②特異性：報告された疑い症例のうち、実際にその疾病（この場合は AI）であったものの

割合。③報告感度：発生した症例のうち、報告された症例の割合。④適時性：検知、報告、対応などの迅速さ。例えば、

発症から報告までにかかった時間が××時間以内。 
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（４）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける

位置づけ） 
我が国政府は、2005年12月および2007年１月の「東アジア首脳会議」、2006年１月の

「鳥および新型インフルエンザに関する国際プレッジング会合」でAI対策の支援を表明

し、我が国の援助政策上、重要な課題と位置づけている。 
JICAは、インドネシア国別事業実施計画（2006年12月）で、１）民間投資主導の成長

のための環境整備、２）ガバナンス改革、３）貧困削減、４）環境保全、５）平和と安全

を援助重点分野としている。保健医療分野に対しては、３）貧困削減の「シビルミニマ

ム・ミレニアム開発目標（MDGs）支援」の一つとして①基礎的保健・医療サービス向上

および②感染症対策を中心とした支援が謳われている。本プロジェクトは、保健医療分野

の支援のうち感染症対策の主要な協力事業と位置づけられる。 
 

４．協力の枠組み 
〔主な項目〕 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
＜プロジェクト目標＞ 

南スラウェシ州において、AIヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染

症サーベイランスシステムを通じて強化される。 
＜指標・目標値＞ 

①報告感度および特異性 
②報告完全性が向上する。 
③適時性が向上する。 

（具体的な指標・目標値の設定はできるだけ早い段階で決定する。） 
２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

＜上位目標＞ 
インドネシアの他州において、AIヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要

感染症サーベイランスシステムを通じて強化される。 
＜指標・目標値＞ 
①報告感度および特異性 
②報告完全性が向上する。 
③適時性が向上する。 

（具体的な指標・目標値の設定はできるだけ早い段階で決定する。） 
 

（２）成果（アウトプット）と活動 
１）成果１：公的・民間医療機関、州・県保健局から保健省に対するAIヒト感染疑い症

例の検知・報告・記録体制が、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通じて

強化される。 
＜活動＞ 

1-1. 南スラウェシ州でのAIサーベイランスシステムの全体構成と現状を明確化す

る。 
1-2. （AIヒト感染症例サーベイランスに関する）州テクニカル・プロトコル（検

知・報告・記録を含む実施指針）の作成・改訂を実施する。 
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1-3. （AIヒト感染症例サーベイランスに関する）県テクニカル・プロトコルを作成

する。 
1-4. 州でサーベイランスに関する指導者養成研修を実施する。 
1-5. （県以下の）各レベルでのサーベイランスに関する研修を実施する。 
1-6. 州および各県のサーベイランス実施状況を評価する。 
1-7. テクニカル・プロトコルに基づいた情報還元システムを構築する。 

＜指標＞ 
1-1. 2009年までに、州および県テクニカル・プロトコルの運用が開始される。 
1-2. 州および県保健局サーベイランス担当官の知識・技能が向上する（研修の事

前・事後テスト結果の向上）。 
1-3. サーベイランス実施状況がテクニカル・プロトコルに基づいて評価される。 
1-4. テクニカル・プロトコルに基づき、サーベイランスデータが定期的にフィード

バックされる。 
２）成果２：いくつかの保健所監督下にあるコミュニティにおいて、地域重要感染症に加

えて、AIヒト感染疑い症例の早期報告システムが開発される。 
＜活動＞ 

2-1. 家畜セクターおよび既存の活動〔UNICEF、鳥・新型インフルエンザ対策地方

委員会（KOMDA）等の支援による〕と協力し、コミュニティに対する啓発活

動を行う。 
2-2. ５つの保健所管轄下の約50の村で、コミュニティを拠点としたサーベイランス

のパイロットシステムを開発する。 
＜指標＞ 
2-1. 80％以上の保健所が啓発活動を実施する。 
2-2. 2010年６月までに、５つの保健所内の約50の村で、コミュニティを拠点とした

サーベイランスが実施され、保健省、州および県保健局によって評価される。 
３）成果３：州および県早期レスポンスチームのアウトブレイク調査能力が強化される。

＜活動＞ 
3-1. 州および県レベルのアウトブレイク調査能力を評価する。 
3-2. 州および県早期レスポンスチームにアウトブレイク調査研修を実施する。 
3-3. 州および県早期レスポンスチームに対する家禽類のAIアウトブレイクおよびヒ

ト感染疑い症例に関する報告の現状を評価し、必要に応じ改善する。 
3-4. AIアウトブレイク地域で、家畜セクターと協力し啓発活動を行う。 
3-5. 州保健局および数箇所の県保健局で（AIアウトブレイク対応の）机上訓練を実

施する。 
＜指標＞ 

3-1. 州内全県で早期レスポンスチームが設立される。 
3-2. 県早期レスポンスチームの知識・技能が向上する（研修の事前・事後テスト結

果の向上）。 
3-3. 机上訓練が実施される。 
3-4. 机上訓練の評価結果がテクニカル・プロトコルに反映される。 

４）成果４：AIヒト感染疑い症例および濃厚接触者の検体の採取、移送および検査結果

の管理が改善される。 
＜活動＞ 

4-1. 検体の採取・移送を改善する。 
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4-2. 検体検査施設から州保健局への検査結果の報告体制を改善する。 
4-3. AIヒト感染症例と家禽類感染例の検査結果の比較を促進し、情報の共有および

早期レスポンスチームの二次活動に役立てる。 
4-4. AIヒト感染疑い症例から採取した検体を南スラウェシ州保健局検査機関

（BBLK）へ適時に移送する。 
＜指標＞ 
4-1. 80％以上の県において、テクニカル・プロトコルに基づいた検体の採取・移送

が実施される。 
５）成果５：サーベイランスおよびレスポンスに関して、中央レベル、南スラウェシ州お

よび各県の連携が強化される。 
＜活動＞ 

5-1. 保健省が州保健局を訪問し、サーベイランス担当官に対して監督指導を行う。 
5-2. 州保健局が本プロジェクトの経験を定期的に保健省と共有する。 
5-3. 州保健局が保健省の実施するAIに関する訓練に参加する。 
5-4. 保健省が、必要に応じて南スラウェシ州での経験をAI国家サーベイランスシス

テムへ組み込む。 
5-5. 家畜セクターや地域開発企画局（BAPPEDA）、鳥・新型インフルエンザ地方対

策委員会（KOMDA）等のステークホルダーを（本プロジェクトの活動に）関

与させる。 
5-6. サーベイランスの包括的な評価を実施する。 

＜指標＞ 
5-1. テクニカル・プロトコルに基づいて、州保健局が保健省に対し定期的にサーベ

イランスデータを報告する。 
5-2. 州および県レベルで、家畜セクターと、毎月、情報・データが共有される。 
5-3. 80％以上のアウトブレイク対応が、州および県レベルで、家畜セクターと連動

して実施される。 
5-4. 保健省が必要に応じて南スラウェシ州での経験をAI国家サーベイランスシステ

ムへ組み込む。 
 
（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額 3.8億円） 
・専門家派遣 

‐長期専門家：チーフアドバイザー／サーベイランス１人、業務調整１人 
‐短期専門家：サーベイランス、アウトブレイク調査等 

・供与機材 
‐個人防護資材（PPE）、検体採取キット等 
‐モニタリング・早期対応用車両 

・研修員受入れ 
‐本邦研修（サーベイランス） 

・在外事業強化費 
‐研修経費 
‐巡回指導・モニタリング経費 
‐プロジェクトオフィス運営費（プロジェクトスタッフ雇用費を含む） 
‐各種資料作成・印刷費 等 
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２）インドネシア国側 
・カウンターパートの配置 
・施設および事務スペースの提供 

‐保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局内 
‐南スラウェシ州保健局内 

・サーベイランスに必要な資機材 
・プロジェクト活動実施に必要な経常経費 

 
（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）上位目標までの外部要因 
・国家AI対策に係る政策、法令等にサーベイランス実施に影響を及ぼすような変更が

生じない。 
２）プロジェクト目標までの外部要因 

・AI検体のラボ検査が適切に実施される。 
・インドネシア側が必要な予算を配分する。 

３）成果達成までの外部要因 
・研修・訓練を受けた保健人材およびカウンターパートが引き続き在職する。 
・家畜セクターによる家禽のAIサーベイランスが継続される。 

４）前提条件 
・州保健局および県保健局がプロジェクトに反対しない。 

 
５．評価５項目による評価結果 
（１）妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
・2005年に初めてAIのヒト感染症例が確認されて以来、感染例の報告が続いており、AI

ヒト感染の早期検知・早期対応により、新型インフルエンザによる社会的影響を最小限

に抑制することは世界的な関心事である。インドネシアでは、世界で最多のAIヒト感

染例・死亡例が発生しており、政府もAIヒト感染症例サーベイランスを重要な国家政

策の一部と位置づけ、法令の整備やガイドラインの策定、省庁横断的な対策の実施等、

最大限の行政努力を重ねている。日本政府もAI対策は緊急課題として認識している。

よって、本プロジェクトは国際社会のニーズ、被援助国のニーズ・政策、我が国の援助

政策との整合性が高い。  
・AI対策において、サーベイランスによる早期検知は、その後に続く様々な対策の出発

点となるため、重要性が高く、また波及効果も大きい。その他の対策である医学的対応

や検査などは、早期検知がなければ行えないものであるうえ、裨益効果は限定的であ

る。また、感染を未然に防ぐための啓発活動についてはUNICEFなど他の支援がすでに

行われている。よって、サーベイランスの強化に焦点を当てた本プロジェクトのアプロ

ーチの妥当性は高い。 
・インドネシアでは、AIサーベイランスに関する様々な活動が法令やガイドラインに準

拠して開始されているが、実際のサーベイランスを担当する州および県保健局の知識や

能力、コミュニティとの連携に課題が多く、実際のサーベイランスシステムは脆弱であ

る。そのため、本プロジェクトで実施するサーベイランス担当職員や同職員によるコミ

ュニティ保健医療従事者への能力向上に係るニーズは高い。  
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・インドネシアは東西に広がる多くの島より構成され、全33州のうち29州、全444郡のう

ち213郡で家禽類のAI感染が認められている（2006年10月時点）2。また、AIヒト感染症

例も2008年６月25日現在で135例の感染例と110例の死亡例が確認されており、国家ガイ

ドラインに準拠した形で、保健省、各州、各県、コミュニティ間の連携を強化したシス

テマティックなサーベイランス能力を強化することは優先度が非常に高いと考えられ

る。特に保健省は、日本とともにAIサーベイランスシステム強化を実践するにあたり

並々ならぬ意欲を表明しており、上位目標である他州への展開、ひいてはインドネシア

全体のAIを含む重要感染症サーベイランスシステム強化も視野に入れた本プロジェク

トの妥当性は高い。 
・プロジェクトサイトの南スラウェシ州は、①家禽密度および鶏のAI発生数が多く、か

つ人口密集地であるため、インドネシア政府によりAIヒト感染のリスクが高レベルと

分類されているにもかかわらず他の高リスク州に比べて国際的な支援が少ないこと、②

鶏へのAI感染数が多い割りにヒト症例の報告が少なく、サーベイランス能力が低いこ

とが予想されること、③東インドネシアの玄関口として交通の要所であることなどか

ら、国家レベルのサーベイランスモデル構築の対象地域として適切である。 
 

（２）有効性 
本プロジェクトは、以下の理由から高い有効性が認められる。 

・AIのヒト感染症例サーベイランスシステムを強化するというプロジェクト目標の達成

のため設定した５つのアウトプットは、南スラウェシ州だけではなく、インドネシア全

体の問題の分析から導きだされたものである。したがって、プロジェクト目標との整合

性は高く、AIサーベイランスシステム強化に必要な項目を網羅しており、南スラウェ

シ州をモデルとした全国展開、効果の波及をめざす手段として有効性は高い。 
・具体的なプロジェクト活動では「システム強化」と「キャパシティ強化（人材育成）」

を中心としたアプローチが取られている。人材育成に基づいたシステム強化の実現は、

プロジェクトによる正の効果の持続性を担保するものであり、有効性の高い活動の展開

が期待できる。 
・本プロジェクトの直接的な裨益対象は保健省から州・県・郡レベルまでの保健局職員お

よび医療従事者に絞っているため、効率的なプロジェクトの目標達成が見込まれる。さ

らに、家禽のAIサーベイランスや他組織による既存の活動と連携したコミュニティに

対するAI啓発活動や、保健所職員によるコミュニティレベルでのAI早期報告のモデル

が作られることで、プロジェクト目標の達成見込みが高まる。 
・AI疑い症例患者の検体検査技術については、本プロジェクトには含めていない。イン

ドネシアの国家検査機関は一定の技術を有しており、大きな問題はないと考えられる

が、検体数が急増した場合の対応などを外部要因として注視していく必要がある。 
 

（３）効率性 
本プロジェクトは、以下の理由から効率的な協力の実施が見込まれる。 

・本プロジェクトは、①インドネシアにおける国家AI統合サーベイランスガイドライン

および現実的に機能しているシステムを尊重し、②サーベイランスを持続的に実施して

いくため、インドネシア側のキャパシティ強化を本旨とし、③他ドナー・他プロジェク

                                                        
2 「インドネシア国 鳥インフルエンザ等重要家畜疾病に対する家畜衛生ラボ改善計画 予備調査報告」（2006年）JICA無償

資金協力部 
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トやインドネシア側の自助努力により実施されている活動と本プロジェクトを相互補完

的に実施し、相乗効果を狙うことを協力の基本原則としてインドネシア側と合意に至っ

ている。このように既存のリソースを最大限に利用し、かつ、他の活動と相互補完的に

連携してプロジェクトを実行することにより、効率性は最大限に高められると考えられ

る。例えば、日本がWHOに拠出した資金を、南スラウェシ州におけるサーベイランス

の連絡手段の整備や県サーベイランス担当官の活動経費にあてることが検討されてい

る。WHOは他の州で同様の支援を行っており、その知見の活用も期待できる。その一

方で、関係者の多さが調整に要する時間を増大させ、効率性が阻害されるリスクにも留

意が必要である。 
・日本側は、サーベイランスのテクニカル・プロトコル作成、サーベイランスシステム強

化および研修実施に関して、長期専門家を補佐する短期専門家の派遣を予定している。

想定されている短期専門家の指導分野は期待される成果の項目を網羅するものである。

特に、最も重要な活動の一つであるテクニカル・プロトコル作成に対し、重点的な短期

専門家の投入が想定されており、効率性の高い活動の実施が期待できる。 
・中央レベルですでに養成されているトレーナーが指導者となり、サーベイランスに係る

トレーナーを州レベルで養成し、州のトレーナーが県レベルに対して研修を行い、県レ

ベルが病院・保健所などを指導することにより比較的短期間で面的な広がりを期待でき

る。コミュニティにおける早期報告システムの開発にあたっては、県レベルとモデル対

象の保健所（５か所を予定）が管轄下の全村落に対して活動を行うことにより、焦点を

絞った効率的なモデル開発ができる。 
 

（４）インパクト 
本プロジェクトの実施により、以下のインパクトが期待できる。 

・南スラウェシ州で保健省とともにAIサーベイランスシステムの確立に成功できれば、

保健省はその成果を国家政策に反映することにしており、協力終了後に他州での展開が

期待される。さらに、将来的にはインドネシア全体のAIを含む重要感染症のサーベイ

ランスシステムに対する正のインパクトが期待できる。 
・地方分権化により低下した中央（国家レベル）と地方行政府（州・県）との情報ネット

ワークが再構築されれば、インドネシア全体のサーベイランスシステムや医療情報ネッ

トワークの強化に関する波及効果が期待できる。 
・AIヒト感染の早期封じ込めが実現できれば、AIの新型インフルエンザウイルスへの変

異・感染流行の社会的影響が抑制され、全世界・国際社会に対する正のインパクトは計

り知れない。 
  

（５）自立発展性 
本プロジェクトは、以下の理由により、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続

されることが見込まれる。 
・インドネシア政府はAIヒト感染症例サーベイランスを重要な国家政策の一部と位置づ

け、本プロジェクトによる国家モデルの形成をめざしており、政府のコミットメントも

高い。したがって、インドネシア政府の予算措置や人員配置を含め、政策上の自立発展

性は高いと考えられる。 
・本プロジェクトでは、新たな技術を導入するのではなく国家鳥インフルエンザ統合サー

ベイランスガイドラインの実施強化や既存のサーベイランスシステムとの連携に重点を

置くため、他州でも受け入れられやすいと思われる。 

x



 

・サーベイランスにかかわる保健人材の技術レベルをある一定のレベルまで引き上げるこ

とができれば、プロジェクト終了後も現場活動を通じた経験の蓄積、組織内での技術波

及が見込まれる。 
 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
（１）貧困への配慮 

南スラウェシ州ではヒトと鶏の距離が近く、生活の糧であることからも家禽類のAI感
染に対する住民の関心は非常に高い。AIサーベイランス担当職員のコミュニティレベル

での活動が住民のAI感染に係る風評被害への懸念を惹起する可能性があり、活動に際し

ては住民への適切な説明の実施等、配慮が必要である。 
 

（２）ジェンダーへの配慮 
特になし。 
 

（３）環境への配慮 
家禽類でのAI感染アウトブレイク時には環境消毒の実施を伴うが、環境消毒は農業省

主管で実施されるものであり、本プロジェクトでの配慮は不要と考えられる。 
 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
インドネシア「南スラウェシ州地域開発プログラム」のプログラム評価（2006年度実施）

からの教訓では、「州、県との役割調整と活用」として地方分権の進んだインドネシアの州

における州と県の役割を明確化することに言及している。現在は事業を対象県で実施しその

経験を他の県へ広げていくことが州の役割とされているが、現状は必ずしもそのとおり実施

されているとは限らないことが示されている。本プロジェクトにおいては、保健省、南スラ

ウェシ州と各県の連携を図るうえで、それぞれの役割を明確にしたうえで活動を実施するも

のとする。 
 

８．今後の評価計画 
（１）中間評価：プロジェクト開始後１年６か月後（2010年４月頃）に実施予定 
（２）終了時評価：プロジェクト終了の半年前（2011年４月頃）に実施予定 
（３）事後評価：プロジェクト終了３年後（2014年）を目処に実施予定 
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第１章 第一次事前評価調査 
 
１－１ 調査実施の経緯と目的 

2003年より東南アジア地域を中心に鳥インフルエンザ・ウイルスA/H5N1（Avian Influenza：
AI）のヒト感染事例が断続的に報告されている。インドネシア共和国（以下、「インドネシア」

と記す）においては、2005年７月にジャカルタ近郊で初のヒトへの感染が確認されて以降、感染

者は増加し、2008年４月２日時点で、世界で最も多い132人の感染者と107人の死亡者が確認され

ている。世界最大のイスラム教国であるインドネシアでは、養鶏は畜産総生産額の６割強を占め

る重要産業で、家禽も膨大な数が存在していることから、今後もヒトへの感染が続き、ヒトへの

感染を介して感染力の強い新型インフルエンザへと変異する可能性が高い。その場合には、イン

ドネシア国内のみならず過去のスペイン風邪などのように世界中に多大な感染者と死者を出す可

能性が指摘されている。 
インドネシア保健省のAI対策は、いくつかの保健総局で分担して対応しているが、本案件の

要請機関である保健省疾病対策環境保健総局は、保健省のAI対策の総括とサーベイランスを担

当している。2006年にAIサーベイランスのガイドラインが発行され、このガイドラインを基本

にAI対策を実施し、AI患者の早期発見によりAIの蔓延を防止しようとしている。この中で、保

健省は特に各州と各県保健局のサーベイランス担当官の役割をAI疑い症例の検索と報告、住民

啓発、鳥に対するサーベイランス（農業省で実施）との調整に絞り、サーベイランスシステムの

強化を計画している。しかしながら、各州と各県保健局のサーベイランス担当官（District 
Surveillance Officer：DSO）には必要な知識や技術、コミュニティとの連携が不足しており、実

際のサーベイランスシステムは脆弱であるため、現在報告されている症例数や死亡例数は過小評

価であるとされている。特に、南スラウェシ州では鳥への感染数に比較してヒトの症例数が極端

に少なく（2008年４月までに確定症例１例のみ）、サーベイランスの強化が急務であることから、

インドネシア保健省は我が国に技術支援を求め、本件技術協力プロジェクトを要請してきた。 
要請を受けて、協力の妥当性を確認し、協力のおおよその枠組み案について先方と合意する

とともに、先方の実施体制を確認することを目的として、2008年５月に第一次事前評価調査を実

施した。 

 
１－２ 調査団員 

氏 名 担当業務 所 属 期間 

水野 隆 団長・総括 JICAインドネシア事務所次長 2008.5.16-

5.28 

村上 仁 鳥インフルエンザ

対策 
国立国際医療センター国際医療協力局 
派遣協力第一課 医師 

5.15-5.29 

平山 隆則 鳥インフルエンザ

サーベイランス 
国立国際医療センター国際医療協力局 
派遣協力第二課 医師 

5.15-5.29 

衣斐 友美 協力企画 JICA人間開発部保健人材・感染症グループ 
感染症対策課職員 

5.15-5.29 
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１－３ 調査日程 

 日付 曜日 時間 日程 

17：05 ジャカルタ着 
１ 

2008年 

5月15日 

木 
  

19：30 JICAインドネシア事務所打合せ 

9：00 保健省計画予算局国際関係課長表敬 

10：30 団内協議 ２ 

5月16日 金 
  
  

13：00 保健省疾病対策環境保健総局長表敬訪問 

３ 5月17日 土  団内協議 

４ 5月18日 日  PDM案作成 

8：30 FAO/AusAIDとの打合せ 

10：30 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス課長との打合せ 

13：30 NIHRDとの打合せ 
５ 

5月19日 月 
  
  
  

16：00 WHOとの打合せ 

６ 5月20日 火  移動（ジャカルタ→マカッサル） 

10：00 南スラウェシ州地域開発企画局（BAPPEDA）表敬訪問 

11：00 南スラウェシ州保健局サーベイランス担当官との協議 

14：00 同州保健局疾病対策課長、サーベイランス担当官、人材育成担

当官、ヘルスプロモーション担当官、ワヒディン病院関係者、

州ラボ関係者 

７ 

5月21日 

  

  

  

水 
  
  
  

16：00 州ラボ（鳥インフルエンザサブリージョナルラボ）視察 

8：15 マロス県保健局訪問 

9：30 バンティムルン保健所（プスケスマス）・統合保健ポスト（ポ

シアンドゥ）訪問 
８ 

5月22日 

  

  

木 
  
  

15：00 JICAマカッサルフィールド事務所（MFO）との打合せ 

9：00 南スラウェシ州畜産局サーベイランス担当官との打合せ 

11：00 UNICEFマカッサル事務所との打合せ 

14：00 南スラウェシ州保健局長、疾病対策課長、サーベイランス担当

官との協議 

９ 

5月23日 

  

  

  

金 
  
  
  

15：30 プロジェクト事務所設置予定場所視察、サーベイランス課視察

10 5月24日 土  移動（マカッサル→ジャカルタ） 

11 5月25日 日  団内協議（ミニッツ、PDM案作成） 

月 10：00 ミニッツ協議 
12 

5月26日 

  13：30 ミニッツ協議 

火 10：00 ミニッツ／PDM協議 
13 

5月27日 

  15：00 ミニッツ署名 
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水 8：30 保健省との打合せ（第二次調査準備） 

  11：00 在インドネシア大使館報告 

  16：00 JICAインドネシア事務所打合せ 
14 

5月28日 

  

  

  

  22：15 ジャカルタ発 

15 5月29日 木  成田着 

 
１－４ 調査結果 

１－４－１ 調査総括 
インドネシアは、感染した鶏の処分が不十分と他国から批判されながらも、イスラム教が

中心の開発途上国としてできる限りの行政努力を重ね、農業省と保健省を結ぶ委員会を結成

のうえ、予防、ならびに症例が発生時の緊急調査を実施してきている。これまで、UNICEFが
日本の支援も得ながら啓発活動を行い、都市を中心にある程度のAIの知識が普及してきたが、

マドリードからモスクワまでと同じ距離に国土が広がるインドネシアでは、地方に行くにつ

れその現状は未だに不十分である。 
今回のプロジェクトは、インドネシア側にとってはもちろん、またインドネシアで働く

JICAを含めた援助関係者、そして世界の国々にとっても早くその成果を見たいと思うもので

ある。ヒト症例が発生したときの迅速な対応（検出、報告、記録）によって、これまでより

もっと命を救えるだけでなく、世界に対して何が起きているのかをいち早く知らせることが

できるはずである。その意味では、パンデミックも想定して足の速いプロジェクトを実施す

る必要がある。このような背景にかんがみ、以下が今回の調査で関係者と確認したプロジェ

クトの中心事項である。 
 

（１）南スラウェシ州で実施する意義 
人症例の多いジャワ島ではUSAID他による調査・対応が行われ、人々の関心も行き届

いているが、南スラウェシ州ではヒト症例が１例にもかかわらず、鶏の集団死の報告が

多い（州単位では大量死の発生した県の数が４番目に多い。上位３はいずれもジャワ島）。

しかも人口密集地であるためリスクが高いと考えられる。 
したがって、多くのドナーや関係機関が入っているジャワ島よりも、同様の危機に瀕

しながらも他のドナーが入っていない南スラウェシ州が、地域全体をカバーするサーベ

イランスシステムモデルを作りやすい。プロジェクトの成果を国家政策に反映し、他州

にも展開すればインドネシアとしてAIの大きな対策につながることが期待できる。 
 

（２）具体的な実施内容 
南スラウェシ州保健局、同州内全県・市（23県・市）の病院、保健所、サーベイラン

スチームなどの保健医療施設の強化を図る。村落レベルのリーダー、保健ポストなどの

コミュニティレベルに対しては、インドネシア側から支援要望が強かったため、医療施

設が指導することとしてプロジェクト活動に含めたが、プロジェクトの直接の裨益者で

はないためターゲットグループとはせず、間接的裨益者として位置づけることとした。 
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（３）AI以外の感染症への対応 
本プロジェクトの主たる対象はAIであり、プロジェクトの焦点を明確にするためにも、

他の感染症については、あくまでAIサーベイランスが強化された場合のインパクトとし

て、プロジェクトの上位目標で触れるにとどめた。 
 

（４）ラボに対する協力 
AIの確定診断を行う検査ラボについては、診断技術に関する支援は本プロジェクトに

含めず、検体の流れや管理体制などサーベイランスで必要な範囲の協力にとどめること

とした。 
 

１－４－２ 調査概要 

協議・調査事項 調査結果 

（１）協力の基本原則 

・本プロジェクトの協力範囲・対象など協力

枠組みに関する基本原則の確認 
 

以下を基本原則として、インドネシア側と

検討・協議し、ミニッツに記載し合意し

た。 
１．国家鳥インフルエンザ統合サーベイラ

ンスガイドラインおよび現実的に機能

しているシステムを尊重する。 
２．サーベイランスを持続的に実施してい

くため、インドネシア側のキャパシテ

ィ強化を本旨とする。 
３．他ドナーの支援やインドネシア側の自

助努力により実施されている活動と、

本プロジェクトを相互補完的に実施

し、相乗効果を狙う。 

（２）プロジェクト実施体制 

・保健省のカウンターパート 
・南スラウェシ州保健局のカウンターパート

インドネシアの要請書および保健省内々の

意向は以下のとおり。 
‐プロジェクトディレクター： 

保健省疾病対策環境保健総局長 
‐プロジェクトマネージャー： 

保健省疾病対策環境保健総局サーベイラ

ンス疫学予防接種局長 
南スラウェシ州保健局より１人 

‐南スラウェシ州カウンターパート： 
州保健局疾病予防環境衛生部疾病監視課

 
 
 

・保健省、南スラウェシ州保健局のカウン

ターパートを確認し、以下のとおりミニ

ッツに記載した。 
‐プロジェクトディレクター： 

保健省疾病対策環境保健総局長 
‐プロジェクトマネージャー： 

・保健省疾病対策環境保健総局 
サーベイランス疫学予防接種局長 

・南スラウェシ州保健局長 
‐カウンターパート： 

・保健省疾病対策環境保健総局 
サーベイランス疫学予防接種局 
サーベイランス・疫学課長 

・保健省感染症対策環境保健総局 
サーベイランス疫学予防接種局 
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協議・調査事項 調査結果 

 
 
 
 
 
・プロジェクト事務所の設置場所 
 
 
 
 
 
・プロジェクト専門家と個別専門家の保健政

策アドバイザーの関係 
 

サーベイランス担当官 
‐南スラウェシ州カウンターパート： 

・疾病対策環境保健部長 
・疾病対策環境保健部 

サーベイランス課職員 
・保健省では、サーベイランス課内の執務

スペースを一部提供してもらうこととし

た。また、南スラウェシ州保健局は、プ

ロジェクト事務所用スペースの整備中

で、プロジェクト開始までに完成するよ

う依頼した。 
・保健政策アドバイザーによる側面支援を

得るが、詳細については第二次調査時に

検討する。 

（３）プロジェクト概要 

＜プロジェクト名＞ 
採択通報時のプロジェクト名は以下のとお

り。 
（和文） 

鳥インフルエンザ・サーベイランスシステ

ム強化プロジェクト 
（英文） 

The Project to Enhance Surveillance System 
for Avian Influenza 

 
・保健省より、AIに加えてその他の疾病も

プロジェクト名に記載できないか提案が

あった。しかし、本プロジェクトはAIを
主たる対象としており、他の疾病も加え

ると焦点がぼやけてしまううえ、対象が

むやみに拡大していく恐れがあることか

ら、プロジェクト名は変更しないことと

した。ただし、本プロジェクトのインパ

クトとして他の疾病のサーベイランスシ

ステムの強化にもつながることから、上

位目標にはその他の疾病を含めた記載と

した。また、活動1-3DSOへの研修などの

活動においては、疫学の基礎知識や他の

疾病のサーベイランスについても一部含

めることとする。 
＜PDM案＞ 
 

・PDMの「プロジェクト目標」「成果」につ

いては基本合意に至った。「活動」につい

ては、案として合意し、第二次事前評価

調査で詳細の検討を行うことを確認し

た。 
・協力対象範囲を明確にするため、協力対

象外の項目を以下のとおりミニッツに記

載し確認した。 
‐ラボ検査 
‐医学的対応（患者搬送、隔離、症例管

理、院内感染対策） 
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協議・調査事項 調査結果 

‐公衆衛生的対応（社会隔離、環境消

毒、ヒト－ヒト感染早期封じ込めのた

めの抗ウイルス薬一斉投与） 
＜協力対象地域＞ 
・サーベイランスの観点からすると、モデル

県・郡を設定することは適切でない。他

方、州内全域をカバーした活動を行うに

は、現地リソース（ローカルコンサルタン

ト、NGOや大学）を活用するなどの工夫

が必要である。 

 
・州内の全県、全郡を対象とし、協力範囲

の絞込みは行わないことで合意した。 
・現地リソースについては、NGOやハサヌ

ディン大学などがある。第二次調査にお

いて、保健局の意向も踏まえ、より具体

的に検討を行う。 
＜検知・報告・記録体制＞ 
・アウトブレイク報告は既存様式を用いて行

うよう定められている。通信手段として

は、電話・FAXのない携帯電話のSMS（シ

ョートメールサービス）も活用されてい

る。 

 
・検知・報告・記録体制の現状を確認・調

査し、PDM成果１の活動内容案に反映し

た。SMSによる報告システムは南スラウ

ェシ州には導入されていないが、本プロ

ジェクトでの取り扱いを検討する必要が

ある。 
＜コミュニティへのアプローチ＞ 
・保健所（１郡に１～２か所で数千人から２

～３万人をカバー）にアクセスできない住

民のアクセスを改善するためのコミュニテ

ィへの啓発活動をどこまで協力対象に含め

るか検討が必要である。本件で対象とする

AIのサーベイランスは、医療施設にアク

セスした疑い患者を確実に報告することに

重点を置くが、バックヤードでの養鶏が多

い、医療施設へのアクセスが悪いなどのイ

ンドネシアの事情から、コミュニティへの

アプローチは必須との見解がインドネシア

側から出されている。 

 
・保健大臣のイニシアチブによるデサ・シ

アガ（Alert Village）政策の流れの中で、

コミュニティベースサーベイランスの実

施が進められつつあり、本プロジェクト

においても強い要望が出された。これを

受けて、コミュニティに対するアプロー

チをプロジェクトに含めることとした。 
・具体的には、DSOによる保健所に対する

研修・指導の中でコミュニティレベル保

健関係者との連携に関する内容を盛り込

むこと（PDM活動1-9）、農業局のサーベ

イランスとの連携・既存のコミュニティ

レベル保健関係者向け啓発活動との連携

において異常発生時における保健局や保

健所への連絡をコミュニティレベル保健

関係者に周知すること（同1-10、4-2）な

どにより対応する。 
・ただし、コミュニティレベル保健関係者

は間接的な受益対象者であるため、ター

ゲットグループには含めないこととし

た。 
・また、具体的な活動の進め方としては、

プロジェクトの初期は、州・県レベルや

医療施設に対する活動に優先度を置き、

段階的に保健所以下のコミュニティレベ
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協議・調査事項 調査結果 

ルに対する活動を実施していくことを口

頭で確認した。詳細な活動計画は、第二

次調査で検討、策定する。 
＜実験室診断＞ 
・ジャカルタに２か所の国家検査機関〔国立

保健研究開発研究所（National Institute of 
Infectious Diseases, Japan：NIHRD）、エイ

クマン研究所〕と地方に８か所の地域検査

機関を擁する。将来的にさらに末梢に34か

所の準地域検査機関を設置し、全国44か所

のラボネットワークを設立する構想があ

る。 
・南スラウェシ州では、地域検査機関として

ハサヌディン大学微生物学教室、準地域検

査機関としてワヒディン病院（ハサヌディ

ン大学付属病院）検査室と州保健局検査機

関（BBLK）が指定されている。 

 
・ラボにおける疑い患者の検体診断に対す

る技術支援は本件に含まないことをミニ

ッツに記載し、確認した。ただし、検体

の流れや管理体制、ラボと州・県保健局

との連絡体制を改善するための活動を含

めた（PDM成果３）。 
 

＜家禽サーベイランスとの連携＞ ・FAOおよびAusAIDによる支援と連携しつ

つ、畜産局が行う家禽サーベイランスと

の連携促進を本件に含めた（PDM成果

４）。 
・州保健局・畜産局にヒアリングしたとこ

ろ、家禽のAIアウトブレイクの際に、州

保健局のレスポンスチームも出動し、ヒ

ト疑い例の検索を実施していることがわ

かった。プロジェクトでは、こうした活

動を強化していくことになる。 
＜アウトブレイク調査＞ ・保健省・州さらに県のレスポンスチーム

に対する指導・研修を本件に含めた（成

果２）。一部の県にはレスポンスチームを

設置済みで、州保健局も県に一定程度の

機能を期待していることから、県レベル

も対象に含めることとした。 
・本件が支援範囲とするのは、対応（レス

ポンス）のうち、①疫学情報の収集、②

接触者の追跡、③追加症例の探索とし、

成果２に明記した。それ以外の家禽処

理、環境消毒、社会隔離等は含めず、農

業局などがすでに行っているこれらの活

動と連携を図ることとした。 
・演習実施への協力・参画を本件に含めた

（PDM活動2-5、2-6）。 
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協議・調査事項 調査結果 

＜保健省と州保健局の関係＞ ・保健省から州保健局へのスーパービジョ

ン、州保健局から保健省への報告を、本

件に含めた（PDM成果５）。 
＜既存の保健システムとの整合性＞ 
・既存のサーベイランスシステムを強化しつ

つ、AIのサーベイランスシステムを整備

することになるため、人材不足や業務過多

とならないよう留意する必要がある。 
・国家鳥インフルエンザ統合サーベイランス

ガイドラインでは、既存の様式をAI用に

も使用するものもある。 

 
・業務負担を最小限とするよう、連絡方法

や報告様式など可能な限り既存のものを

活用する、簡便な方法を導入するなど、

プロジェクト活動の中で配慮する。 

＜他ドナー・他スキームとの連携＞ 
・USAID：Community-Based Avian Influenza 

Control（CBAIC）ジャワ島６州、バリ、

北スマトラ、ランプンの計９州で、村落ボ

ランティア・郡コーディネーターを育成

し、家禽のAI感染報告、住民への予防啓

発等を実施 
・FAO：Participatory Disease Surveillance and 

Response（PDSR）南スラウェシ州では、

AusAIDの資金により実施 
 
 
 
 
 
 
 
・日本拠出のWHO予算 
 
 
 
 
 
 
 
 
・日本の拠出金によるUNICEF予防啓発プロ

グラム：南スラウェシ州での学校・コミュ

ニティへの予防啓発活動 

 
・知見・情報を共有、活用する。 
 
 
 
 
 
・PDSR担当官を各県に８人、計184人配置

済みで、村のキーパーソンへの聞き取

り、リスクアセスメント、AIを含む家畜

疾病に対する啓発、鶏の死亡の際の村の

対応力向上・報告促進などを実施してい

る。また、AusAID独自のプログラムとし

て、家畜疾病の予防策などの啓発が計画

されている。本プロジェクトでは、これ

らの活動との連携を行うこととした

（PDM成果４）。 
・WHOによると、ジャワ島６州、バリ、北

スマトラ、ランプンの９州を対象として

いるが、南スラウェシ州も含まれる可能

性はあるとのことであった。JICAのプロ

ジェクトでは支出が困難な経費（DSOの

巡回費など経常経費やDSOへの資機材供

与経費）を、WHO予算から支出するよう

内容を具体化して二次調査時に日本大使

館を通じて働きかけを行う。 
・2006年までは日本の拠出金、2007年から

現在まではCIDAの資金で実施。マスメデ

ィア、ポスター・リーフレット、イベン

トなどを通じた予防啓発を行ってきた。

サービスの受け手側を対象とし、保健医
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協議・調査事項 調査結果 

療サービスの提供者は対象としていない

が、既存のマテリアルの共有・活用によ

り連携を図ることは可能。本プロジェク

トでは、これらの活動との連携を行うこ

ととした（PDM活動1-10）。 
 
１－５ 主要面談者 

＜インドネシア側＞ 
Mr. Imam Subekti 保健省計画予算局国際関係課長 
Dr. I Nyoman Kandun 保健省疾病対策環境保健総局長 
dr. H. Andi Muhadir 疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局長 
Dr. Hari Santoso 疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局 
 サーベイランス課長 
Dr. Rosliany 疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局 
 サーベイランス課 
Dr. Endang R. Sedyaningsih Mamahit 
 NIHRD Center for Biomedical & Pharmaceutical Research and 
 Development所長 
Dra.. Hj. Andi Inda Siradju BAPPEDA Macro Planning and Development Financing Department長 
Dr.H.M. Saad Bustan 南スラウェシ州保健局長 
dr. H. Muhammad Anwar 南スラウェシ州保健局疾病対策環境保健部長 
Drs. Sukardi Pangade 南スラウェシ州保健局疾病対策環境保健部サーベイランス課

 職員（州サーベイランス担当官） 
Dr. H. Mochammad Arief Setyabudi 
 南スラウェシ州保健ラボラトリー所長（AI Sub-regional laboratoryの
 ひとつ） 
Dr. Hj. St. Maryam Habi 南スラウェシ州マロス県保健局長 
Drs. Abd. Hafid 南スラウェシ州マロス県保健局疾病管理部長 
Andi Ali Resa 南スラウェシ州マロス県保健局疾病管理部サーベイランス課長 
H. Syafruddin 南スラウェシ州マロス県水産畜産局動物保健課長（県ラピッドレ

 スポンスチームのメンバー） 
M. Kafil Azis 南スラウェシ州畜産局動物・獣医学コミュニティー保健課長 
Drh. Nurlina Saking 南スラウェシ州畜産局畜産物検査認証課長 
LDCC調整官 （FAO AIプロジェクト支援） 
 

＜日本側＞ 
岡庭 健 在インドネシア日本国大使館公使 
佐々木 正大 在インドネシア日本国大使館一等書記官 
坂本 隆 JICAインドネシア事務所長 
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舘山 丈太郎 JICAインドネシア事務所所員 
青木 利道 JICAマカッサルフィールドオフィス 
徳丸 周志 JICAマカッサルフィールドオフィス企画調査員 
Ida Gosal JICAマカッサルフィールドオフィスナショナルスタッフ 
垣本 和宏 JICA個別専門家（保健省アドバイザー） 
 

＜援助機関＞ 
James J.McGrane Team Leader, Avian Influenza Control Programme Indonesia, FAO 
Eric Brum Chief Technical Advisor, PDS/R Project, Avian Influenza Control 
 Programme Indonesia, FAO 
Ken Shimizu Operations Officer, Avian Influenza Control Programme Indonesia, FAO 
Dr Lynleigh Evans Emerging Infectious Diseases Coordinator, AusAID 
Astara Amantia Lubis Program Manger, Emerging Infectious Diseases Health Unit, AusAID 
Dr. Emma Watkins Filed Program Facilitator, FAO 
Dr. Simon Reid FAO 
Dr. Graham Tallis WHOインドネシア事務所 AIチーム 医学疫学担当官 
Gina Samaan WHOインドネシア事務所 疾病対策・サーベイランス フィール

 疫学担当官 
Purwanta Iskandar UNICEFフィールド事務所長 
Willy Kumurur UNICEFフィールド事務所健康・栄養専門官Health & Nutrition 
 Specialist 
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第２章 第二次事前評価調査 
 
２－１ 調査実施の経緯と目的 

2003年より東南アジア地域を中心にAIのヒト感染事例が断続的に報告されている。インドネ

シアでは2005年７月にAIヒト感染例が確認されて以降、世界で最も多い110例の死亡例（2008年

６月19日時点。WHO発表）が確認されており、現在も感染例と死亡例の報告が続いている。 
ヒトへの感染の拡大は感染力の強いウイルス（新型インフルエンザ）への変異を引き起こし、

インドネシア国内のみならず世界中に多大な感染者と死者を出す可能性が危惧されている。その

ため、AIヒト感染の早期検知・早期対応により、新型インフルエンザによる社会的影響を最小

限に抑制することが、インドネシア国内のみならず、国際社会においても、強く求められている。 
こうした状況下、インドネシア保健省疾病対策環境保健総局（本プロジェクトの要請機関）

は、2006年発効のAIサーベイランスの国家ガイドラインを基本にして、AI患者の早期発見・早

期対応によりAIの蔓延を防止しようとしている。この中で、州・県保健局のサーベイランス担

当官の役割をAIヒト感染疑い症例の検知と報告、住民啓発、鳥に対するサーベイランス（農業

省で実施）との調整に絞り、サーベイランスシステムの強化を計画している。しかしながら、

州・県保健局のサーベイランス担当官には必要な知識や技術、コミュニティとの連携が不足して

おり、実際のサーベイランスシステムは脆弱であるため、現在報告されている症例数や死亡例数

は過小評価であるとされている。 
特に、南スラウェシ州では①家禽密度および鶏のAI発生数が多く、かつ人口密集地であるた

め、インドネシア政府によりAIヒト感染のリスクが高レベルと分類されているにもかかわらず

他の高リスク州に比べ国際的な支援が少ないこと、②鶏へのAI感染数が多い割りにヒト症例の

報告が少なく、サーベイランス能力が低いことが予想されること、③東インドネシアの玄関口と

して交通の要所であることなどから、インドネシア保健省は我が国に技術支援を求め、同州をプ

ロジェクトサイトとし本技術協力プロジェクトを要請してきた。 
要請を受けて、協力の妥当性を確認し、協力のおおよその枠組み案について先方と合意する

とともに、先方の実施体制を確認することを目的として、2008年５月15日から５月29日に第一次

事前評価調査を実施した。 
上記調査の結果を踏まえ、より詳細なサーベイランスに関する状況把握、基礎データの収

集・分析を行うとともに、活動計画（Plan of Operation：PO）の詳細を策定し、討議議事録

（Record of Discussions：R/D）、最終版・プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM初版・PO初版についてインドネシア側と合意すること、また、評価５項目

による事前評価の実施を目的として、2008年７月から８月、第二次事前評価調査を実施した。 
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２－２ 調査団員 

氏 名 担当業務 所 属 期 間 

水野 隆 団長・総括 JICAインドネシア事務所次長 2008.6.30-8.29

田代 眞人 実験室管理 国立感染症研究所ウイルス第三部長 7.12-7.24 

砂川 富正 疫学 国立感染症研究所感染症情報センター 
実地疫学専門家養成コース主任研究官 

7.13-7.24 

平山 隆則 鳥インフルエ

ンザサーベイ

ランス 

国立国際医療センター国際医療協力局 
派遣協力第二課 医師 

6.29-8.30 

衣斐 友美 協力企画 JICA人間開発部保健人材・感染症グループ 
感染症対策課職員 

7.30-8.8 

井上 洋一 評価分析 株式会社日本開発サービス調査部 主任研究員 7.26-8.10 

 
２－３ 調査日程 

団員派遣期間 
 月日 曜日 時間 日程 

平山 田代 砂川 井上 衣斐

１ 
2008年 

6月29日 
日 

  ジャカルタ着（平山団員）      

8:30 JICAインドネシア事務所との打合せ      
10:30 農業省JICA専門家との打合せ      
13:00 保健省計画予算局との打合せ      
14:30 KOMNAS-FBPI 事務局長との打合せ      

２ 6月30日 月 

16:00 WHOとの打合せ（一次事前評価調査結果の共

有、IS-AIに関する情報収集） 
     

9:00 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫

学予防接種局長との打合せ 
     

３ 7月1日 火 
16:00 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫

学予防接種局サーベイランス課長との打合せ 
     

9:00 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫

学予防接種局サーベイランス課長との打合せ 
     

４ 7月2日 水 
20:50 移動（ジャカルタ－マカッサル）（平山団員）      
8:30 JICAマカッサルフィールドオフィスとの打合せ      

10:00 南スラウェシ州知事表敬      
11:00 BAPPEDAとの打合せ      

５ 7月3日 木 
13:00

  

南スラウェシ州保健局サーベイランス部門との

打合せ（調査日程確認、ワークショップ（１）

準備） 

     

午前 JICAマカッサルフィールドオフィスとの打合せ      
６ 7月4日 金 午後 南スラウェシ州保健局サーベイランス部門との

打合せ（ワークショップ（１）準備） 
     

７ 7月5日 土   資料整理      
８ 7月6日 日   資料整理      

９ 7月7日 月 
終日 南スラウェシ州保健局サーベイランス部門との

打合せ（ワークショップ（１）準備） 
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     10 7月8日 火 

終日 南スラウェシ州保健局サーベイランス部門との

打合せ（サーベイランスデータ記録の調査、

PDM案・PO案の検討）      
午前 パレパレ市保健局視察      

11 7月9日 水 午後 パレパレ市内AIレファラル指定病院（市立病

院）、保健所視察 
     

AM JICAマカッサルフィールドオフィスとの打合せ      
12 7月10日 木 PM 南スラウェシ州保健局とのミニ・ワークショッ

プ（PO案の検討） 
     

AM 南スラウェシ州保健局サーベイランス部門との

打合せ 
     

13 7月11日 金 
PM ハサヌディン大学公衆衛生学部との打合せ（連

携可能性検討） 
     

14 7月12日 土 
 移動（マカッサル－ジャカルタ）（平山団員） 

ジャカルタ着（田代団員） 
     

15 7月13日 日  ジャカルタ着（砂川団員）      

16 7月14日 月 
9:00 JICAインドネシア事務所との打合せ（中間報

告） 
     

8:30 NIHRDとの打合せ・視察（AI検体管理に関する

情報収集） 
     

13:00 エイクマン研究所との打合せ・視察（AI検体管

理に関する情報収集） 
     17 7月15日 火 

16:00 大使館との打合せ（中間報告）      

18 7月16日 水 
移動（ジャカルタ－マカッサル）（平山、田

代、砂川団員） 
     

8:30 ゴワ県保健医療施設視察      
19 

7月17日 

 

木 
  南スラウェシ州保健局との打合せ      

20 7月18日 金 AM 州内AI取り扱い指定ラボ（３か所）視察      
21 7月19日 土        
22 7月20日 日        

23 7月21日 月 
 南スラウェシ州保健局との打合せ、ワークショ

ップ準備 
     

9:00-

16:30

県保健局関係者とのワークショップ（１）      
24 7月22日 

火 
 

17:00 保健省サーベイランス課長との協議      
 団内打合せ      

25 7月23日 水  移動（マカッサル－ジャカルタ－成田）（田

代、砂川団員） 
     

26 7月24日 木  南スラウェシ州保健局との打合せ      
27 7月25日 金  南スラウェシ州保健局との打合せ      
28 7月26日 土  ジャカルタ着（井上団員）      
29 7月27日 日  移動（ジャカルタ－マカッサル）（井上団員）      
30 7月28日 月 8:30 ワークショップ準備      

 ワークショップ準備      
31 7月29日 火 

14:00 ハサヌディン大学公衆衛生学部との打合せ      
32 7月30日 水  祝日      

33 7月31日 木 
 県保健局関係者とのワークショップ（２）

（PDM、POの検討） 
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 県保健局関係者とのワークショップ（２）

（PDM、POの検討） 
     

34 8月1日 金 
 団内打合せ      

35 8月2日 土  団内打合せ      
36 8月3日 日  団内打合せ      
37 8月4日 月 9:00 南スラウェシ州保健局との協議（POの検討）      

38 8月5日 火 
14:00 保健省サーベイランス課長との協議（PDM、

POの検討） 
     

39 8月6日 水   団内打合せ      
移動（マカッサル－ジャカルタ）（平山、衣

斐、井上団員） 
     午前 

JICAインドネシア事務所との打合せ      
保健省サーベイランス課長との協議（PDM、

POの検討） 
     

40 8月7日 木 
午後 

ジャカルタ発（衣斐団員）      
41 8月8日 金  団内打合せ      

 保健省サーベイランス課長との協議（PDM、

POの検討） 
     

42 8月9日 土 
 ジャカルタ発（井上団員）      

43 8月10日 日  移動（ジャカルタ－ランプン）（平山団員）      

44 8月11日 月 
 ランプンでのワークショップ参加（コミュニテ

ィーベースサーベイランス） 
     

45 8月12日 火  保健省との協議（R/D、PDM、POの確認）      
 ミニッツ署名      

46 8月13日 水 
 ボゴールでのワークショップ参加      

47 8月14日 木  ボゴールでのワークショップ参加      
48 8月15日 金  保健省サーベイランス課長との協議      
49 8月16日 土         
50 8月17日 日  移動（ジャカルタ－マカッサル）（平山団員）      

51 8月18日 月 
 南スラウェシ州保健局・マカッサル市保健局と

の打合せ 
     

52 8月19日 火  マカッサル市保健局訪問      
午前 マカッサル市保健局訪問      

 移動（マカッサル－ジャカルタ）（平山団員）      53 8月20日 水 
 ボゴールでのワークショップ参加（FETP）      

54 8月21日 木  ボゴールでのワークショップ参加（FETP）      

55 8月22日 金 
 インドネシア大学でのワークショップ参加（IS-

AI評価） 
     

56 8月23日 土  資料整理      
57 8月24日 日  資料整理      
58 8月25日 月  H5N1国家レファレンス病院視察      
59 8月26日 火  調査結果取りまとめ      

60 8月27日 水 
 WHOとの打合せ（WHO予算計画についての協

議） 
     

61 8月28日 木  R/Dおよびミニッツ署名      
62 8月29日 金 22:15 ジャカルタ発（平山団員）      
63 8月30日 土 7:45 成田着（平山団員）      
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２－４ 調査結果 

２－４－１ 調査総括 
一次調査結果を踏まえ、二次調査では特に本プロジェクトの持続可能性の観点から、南ス

ラウェシ州でのワークショップ開催を経て①AI以外の他の疾病を協力対象に含めるか、②対

象を医療機関にとどめることなくコミュニティまで拡大するかなどにつき、具体的対応を明

らかにした。 
①については、プロジェクト目標を既存の地域重要感染症のサーベイランスシステムの経

験を活用し、このシステム全体の中にAIサーベイランスを位置づけたうえで強化することと

した。 
②は、インドネシアのAI対策においてコミュニティへの介入が切に望まれ、またこの発想

がインドネシア側にとって挑戦的かつ「非常に実施したい内容」であることを考慮し、一次

調査よりもさらに踏み込んで、コミュニティから保健所（プスケスマス）への報告を増やす

ためのモデル活動を行うこととした。対象は５か所の保健所とその所管の約50村とするもの

の、インドネシア側独自の予算投入が今後どこまでなされるか見守る必要があり、具体的な

モデル活動の内容については今後プロジェクトの中でインドネシア側と検討する。 
また、全調査期間を通して、中央政府および南スラウェシ州政府の本プロジェクトに対す

る関心の強さが改めてわかったが、特に国による政策およびプロジェクトへの介入が重要で

あり、プロジェクト開始当初はチーフアドバイザー専門家の活動場所をジャカルタにするな

どの工夫が必要である。 
さらに、インドネシア側は、中進国になりつつある現状と、ドナーによるいくつかのプロ

ジェクトにおける持続性の欠如から、JICAによる予算措置のみならず自国によるプロジェク

トへの予算措置を絶えず気にかけており、今後ともインドネシア側の主体性を尊重した持続

性のあるプロジェクト実施に配慮する必要がある。 
 

２－４－２ 調査概要 

一次調査結果、二次調査協議・調査事項 調査結果 

（１）協力の基本原則 

・本プロジェクトの協力範囲・対象など協

力枠組みに関する基本原則を以下のとお

り一次調査で合意し、ミニッツに記載し

た。 
１．国家鳥インフルエンザ統合サーベイ

ランスガイドラインおよび現実的に

機能しているシステムを尊重する。 
２．サーベイランスを持続的に実施して

いくため、インドネシア側のキャパ

シティ強化を本旨とする。 
３．他ドナーの支援やインドネシア側の

自助努力により実施されている活動

と、本プロジェクトを相互補完的に

実施し、相乗効果を狙う。 

・一次調査で合意した左記の基本原則を、

インドネシア側と再確認し、ミニッツに

記載した。 
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一次調査結果、二次調査協議・調査事項 調査結果 

（２）プロジェクト実施体制 

１）一次調査で、保健省、南スラウェシ州

保健局のカウンターパートを確認し、以

下のとおりミニッツに記載した。 
‐プロジェクトディレクター： 

保健省疾病対策環境保健総局長 
‐プロジェクトマネージャー： 

・保健省疾病対策環境保健総局 
サーベイランス疫学予防接種局長 

・南スラウェシ州保健局長 
‐カウンターパート： 

・保健省疾病対策環境保健総局 
サーベイランス疫学予防接種局 
サーベイランス・疫学課長 

・保健省疾病対策環境保健総局 
サーベイランス疫学予防接種局 
サーベイランス担当官 

・南スラウェシ州保健局 
疾病対策環境保健部長 

・南スラウェシ州保健局疾病対策環境

保健部サーベイランス課職員 
２）保健省と南スラウェシ州保健局の関係 
 
 
３）プロジェクト事務所の設置場所・整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
４）プロジェクト専門家の配置と業務範囲 
 

１）左記について再確認し、R/D案に記載し

た。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）先方の意向、連絡・報告体制の現状に

ついて、頻度や連絡方法などについて確

認し、POに反映した。 
３）保健省では、サーベイランス課内の執

務スペースを一部提供してもらうことを

再確認した。また、南スラウェシ州保健

局サーベイランス課のすぐ隣の部屋がプ

ロジェクト事務所用として確保されてお

り、今次調査中から提供された。保健省

および州保健局においてプロジェクト事

務所スペースを提供することはR/D案にも

記載して確認した。 
４）プロジェクト長期専門家は、チーフア

ドバイザーおよび業務調整の２人とし、

インドネシア側の合意を得てR/D案に記載

した。プロジェクト活動を詳細に検討し

た結果、特にプロジェクトの初期段階に

は、保健省カウンターパートとの密接か

つ頻繁な協力が必要であることが明らか

となり、またインドネシア側からもジャ

カルタを執務の拠点とするよう要望が出
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一次調査結果、二次調査協議・調査事項 調査結果 

された。そのため、プロジェクト初期の

一定期間、チーフアドバイザーの執務拠

点をジャカルタとすることとした。業務

調整専門家は、南スラウェシ州を執務拠

点とする。 

（３）プロジェクト概要 

＜プロジェクト名＞ 
１）採択通報時および第一次調査で合意し

たプロジェクト名は以下のとおり。 
（和文） 

鳥インフルエンザ・サーベイランスシス

テム強化プロジェクト 
（英文） 

The Project to Enhance Surveillance System 
for Avian Influenza 

２）一次調査では、保健省より、AIに加え

てその他の疾病もプロジェクト名に記載

できないか提案があった。しかし、本プ

ロジェクトはAIを主たる対象としてお

り、他の疾病も加えると焦点がぼやけて

しまううえ、対象がむやみに拡大してい

く恐れがあることから、プロジェクト名

は変更しないこととした。ただし、本プ

ロジェクトのインパクトとして他の疾病

のサーベイランスシステムの強化にもつ

ながることから、上位目標にはその他の

疾病を含めた記載とした。また、活動1-3 
DSOへの研修などの活動においては、疫

学の基礎知識や他の疾病のサーベイラン

スについても一部含めることとする。 

 
１）左記のプロジェクト名で変更ないこと

を再確認し、R/D案に記載した。 
 
 
 
 
 
 
２）下記８）を参照 

＜協力対象範囲＞ 
３）一次調査で、協力対象範囲を明確にす

るため、協力対象外の項目を以下のとお

りミニッツに記載し確認した。 
ａ）ラボ検査 
ｂ）医学的対応（患者搬送、隔離、症例

管理、院内感染対策） 
ｃ）公衆衛生的対応（社会隔離、環境消

毒、ヒト-ヒト感染早期封じ込めのため

の抗ウイルス薬一斉投与） 

 
３）左記をインドネシア側と再確認し、ミ

ニッツに記載した。 

＜協力対象地域＞ 
４）サーベイランスの観点からすると、モ

デル県・郡を設定することは適切でない

 
４）左記を再確認し、PDM初版に記載し

た。 
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一次調査結果、二次調査協議・調査事項 調査結果 

ため、一次調査では、州内の全県、全郡

を対象とし、協力範囲の絞込みは行わな

いことで合意した。 
５）州内全域をカバーした活動を行うに

は、現地リソース（ローカルコンサルタ

ント、NGOや大学医学部）を活用するな

どの工夫が必要である。 

 
 
 
５）ハサヌディン大学公衆衛生学部は、本

プロジェクトへの協力に前向きな意向を

示している。プロジェクト実施中におい

て、保健局の意向を踏まえつつ、活用の

可否を検討する。 
＜PDM案・PO案＞ 
６）一次調査で、PDMの「プロジェクト目

標」「成果」についてはおおよそ基本合意

に至った。「活動」については、案として

確認し、第二次事前評価調査で詳細の検

討を行い、POを作成することを確認し

た。 

 
６）一次調査で合意したPDMの内容に関し

て、再度インドネシア側と協議を行った

結果、下記のとおり上位目標、プロジェ

クト目標、成果も見直すこととした。ま

た、PDMの「活動」およびPOについて

は、ワークショップ・協議を通じて、イ

ンドネシア保健省、州保健局、県保健局

関係者のニーズを詳細に確認し、意見交

換を行ったうえで策定した。（付属資料

３、４参照） 
＜上位目標＞ 
７）一次調査では、「南スラウェシ州におい

て、重要感染症の早期警告システムが強

化される。」としていた。 

 
７）南スラウェシ州での本プロジェクトの

成果がモデルとなりインドネシア国内の

他州にも波及するという趣旨から、プロ

ジェクト目標の「南スラウェシ州におい

て」を「インドネシアの他州おいて」に

変え、上位目標とした。 
また、上位目標の先のスーパーゴール

では、AIのサーベイランスのみならず、

それを含む重要感染症サーベイランスシ

ステムがインドネシアにおいて強化され

ることをめざすとした。 
＜プロジェクト目標＞ 
８）一次調査では、「南スラウェシ州におい

て、AIヒト感染症例サーベイランスが強

化される。」としていた。 

 
８）プロジェクト目標に、「包括的地域重要

感染症サーベイランスシステムを通じ

て」の文言を加えた。AIのみに特化せ

ず、初期症状がAIと類似する疾病の既存

のサーベイランスシステムと連携・連動

することが、AIサーベイランス強化には

必須との先方の考えを踏まえた。また、

「包括的」の語が、①情報収集、分析、

対応行動（Action）の一連の活動、②家畜

への対応との連携、③確定診断のための
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一次調査結果、二次調査協議・調査事項 調査結果 

検査機関との協調を含むことから用いら

れていることをミニッツで確認した。 
＜検知・報告・記録体制＞ 
９）アウトブレイク報告は既存様式を用い

て行うよう定められている。通信手段と

しては、電話・FAXのない場合、携帯電

話のSMS（ショートメールサービス）も

活用されている。 

PDM成果１ 
９）検知・報告・記録体制の現状につい

て、詳細を確認・調査し（第３章「３－

２」参照）、PDM成果１の活動を検討する

際の判断材料とした。 
WHOが支援するIS-AIの一環として９州

で導入済みのSMSによる報告システムに

ついて、インドネシア側は南スラウェシ

州での導入を予定している。インドネシ

ア側は、WHO予算の申請を考えており、

調査団としても日本拠出のWHO予算活用

を関係者に働きかけた。WHOも予算活用

に前向きである。 
 

＜コミュニティへのアプローチ＞ 
10）保健所（１郡に１～２か所で数千人か

ら２～３万人をカバー）にアクセスでき

ない住民のアクセスを改善するためのコ

ミュニティ保健関係者に対する活動をど

こまで協力対象に含めるか検討が必要で

ある。 
 
一次調査結果： 

ａ）保健大臣のイニシアチブによるデ

サ・シアガ（Alert Village）政策の流れ

の中で、コミュニティベースト・サー

ベイランスの実施が進められつつあ

り、本プロジェクトにおいても強い要

望が出された。これを受けて、コミュ

ニティに対するアプローチをプロジェ

クトに含めることとした。 
ｂ）具体的には、DSOによる保健所に対

する研修・指導の中でコミュニティレ

ベル保健関係者との連携に関する内容

を盛り込むこと、農業局のサーベイラ

ンスとの連携・既存のコミュニティレ

ベル保健関係者向け啓発活動との連携

において異常発生時における保健局や

保健所への連絡をコミュニティレベル

保健関係者に周知することなどにより

対応する。 

PDM成果２ 
10）保健所やコミュニティ保健関係者の現

状に関する追加情報を収集し、インドネ

シア側とのワークショップ・協議を通じ

て意見交換を行った。その結果を踏ま

え、インドネシア側からの強い要望も考

慮し、コミュニティからのAI早期報告シ

ステムのモデルを、５つの保健所とその

管轄の全村をパイロットとして開発する

とし、PDM成果２に記載した。５つの保

健所とした理由は、①高リスク地域、②

中リスク地域、③低リスク地域、④都市

部、⑤農村部の５分類が、保健省サーベ

イランス課長より提案されたためであ

る。また、プロジェクトではモデルの開

発まで行い、モデルの展開・普及は先方

の責任で行うことを確認した。具体的な

活動内容は、双方の緊密な協議を通じて

2009年中に明確にすることをミニッツに

記載した。 
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ｃ）ただし、コミュニティレベル保健関

係者は間接的な受益対象者であるた

め、ターゲットグループには含めない

こととした。 
ｄ）また、具体的な活動の進め方として

は、プロジェクトの初期は、州・県レ

ベルや医療施設に対する活動に優先度

を置き、段階的に保健所以下のコミュ

ニティレベルに対する活動を実施して

いくことを口頭で確認した。 
＜アウトブレイク調査＞ 
11）一次調査で、保健省・州さらに県のレ

スポンスチームに対する指導・研修を本

件に含めた。一部の県にはレスポンスチ

ームを設置済みで、州保健局も県に一定

程度の機能を期待していることから、県

レベルも対象に含めることとした。 
本件が支援範囲とするのは、対応（レ

スポンス）のうち、①疫学情報の収集、

②接触者の追跡、③追加症例の探索とし

た。それ以外の家禽処理、環境消毒、社

会隔離等は含めず、畜産局などがすでに

行っているこれらの活動と連携を図るこ

ととした。 
演習実施への協力・参画を本件に含め

た。 

PDM成果３ 
11）州・県のレスポンスチームの能力や活

動状況に関する追加情報を収集し、ワー

クショップ・協議を通じ、活動内容、活

動計画を検討した。一次調査時から大き

な変更はない。 

＜検体管理・実験室検査＞ 
12）全国８か所の地域ラボ（Regional Laboratory）

のひとつがマカッサルのハサヌディン大

学内にあるが、バイオセーフティレベル

（Bio Safety Level：BSL）－１＋で検査能

力・安全性の両面で不安がある。受け入

れた検体のうち、一部は検査を行い、ク

ロスチェックのため中央ラボへ送付して

いる。それ以外の検体は、検査を行わず

そのまま中央ラボへ送っている。 
全 国 33 か 所 の サ ブ 地 域 ラ ボ （ Sub-

regional Laboratory）の２か所が南スラウ

ェシ州にある。その一つである南スラウ

ェシ州ラボ（BBLK）においても検査を開

始する意向がある。 
中央ラボは、National Institute of Health 

Research and Development（NIHRD）とエ

PDM成果４ 
12）南スラウェシ州にある地域ラボ（ハサ

ヌディン大学）は、2008年５月から、

NIHRDの指示により、検体の試験は行わ

ずそのままNIHRDに送るようになってい

る。サブ地域ラボ（南スラウェシ州には

２か所）のひとつである州ラボ（BBLK）

が、政治的背景や技術的レベル等を総合

的に判断して、BBLKが新たな地域ラボと

して整備され、ハサヌディン大のラボに

代わってNIHRDの承認を受けることが現

実的で望ましいと考えられる。こうした

複数ラボの役割の整理や技術支援など

は、NIHRDを中心とするインドネシア側

の責任においてなされるべきである。プ

ロジェクトとしては、外部要因として注

視しつつ、適宜働きかけを行うことが必
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一次調査結果、二次調査協議・調査事項 調査結果 

イクマン研究所の２か所。 
一次調査では、ラボにおける疑い患者

の検体診断に対する技術支援は本プロジ

ェクトに含まないことをミニッツに記載

し、確認した。ただし、検体の流れや管

理体制、ラボと州・県保健局との連絡体

制を改善するための活動を含めた。 

要である。 

＜家禽サーベイランスとの連携＞ 
13）一次調査では、FAOおよびAusAIDによ

る支援と連携しつつ、畜産局が行う家禽

サーベイランスとの連携促進を本件に含

めた。 
州保健局・畜産局にヒアリングしたと

ころ、家禽のAIアウトブレイクの際に、

州保健局のレスポンスチームも出動し、

ヒト疑い例の検索を実施していることが

わかった。 

 
13）家畜セクターとの連携は、サーベイラ

ンスに関する各活動の中で必要となるた

め、PDMの「成果」の一つとしての記載

はやめ、該当する活動の中に盛り込むこ

ととした（活動2-1、3-3、3-4、4-3、5-

5）。 

＜保健省と州保健局の関係＞ 
14）一次調査では、保健省から州保健局へ

のスーパービジョン、州保健局から保健

省への報告を、本件に含めた。 

PDM成果５ 
14）保健省と州保健局の連携のみならず、

郡保健局や、家畜セクター、計画局、AI
対策委員会など保健以外のセクターとの

連携強化も含めて成果５とした。スーパ

ービジョンや報告の方法、頻度につい

て、インドネシア側の意向を踏まえ、活

動内容・活動計画を策定した。（詳細はPO
参照） 

＜PDMの指標・外部要因＞ 
15） 

 
15）協議を通じてインドネシア側と検討

し、PDMに記載した。詳細や具体的数値

目標を確定できない指標に関しては、プ

ロジェクト開始後６か月までに確定しプ

ロジェクト合同調整委員会（JCC）で承認

するとし、ミニッツに記載した。 
＜他ドナー・他スキームとの連携＞ 
16）FAO：Participatory Disease Surveillance 

and Response（PDSR）南スラウェシ州で

は、AusAIDの資金により実施。PDSR担当

官を各県に８人、計184人配置済みで、村

のキーパーソンへの聞き取り、リスクア

セスメント、AIを含む家畜疾病に対する

啓発、鶏の死亡の際の村の対応力向上・

報告促進などを実施している。また、

 
16）本プロジェクト活動との連携につい

て、協議・ワークショップを通じてイン

ドネシア側と検討し、PDM・POに反映し

た。 
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AusAID独自のプログラムとして、家畜疾

病の予防策などの啓発が計画されてい

る。本プロジェクトでは、これらの活動

との連携を行うこととした。 
17）WHO：USAIDの支援により、ジャワ島

６州、バリ、北スマトラ、ランプンの９

州で、農業セクターが進める家禽サーベ

イランスとの鳥インフルエンザ統合サーベイ

ランスシステム（Integrated Surveillance For 
Avian Influenza：IS-AI）の導入を行った。

 
 
18）日本拠出のWHO予算：一次調査時、

WHOによると、ジャワ島６州、バリ、北

スマトラ、ランプンの９州を対象として

いるが、南スラウェシ州を含められる可

能性はあり、前向きな意向が示されてい

た。 
 
 
 
 
 
 
19）UNICEF：南スラウェシ州で学校・コミ

ュニティへの予防啓発活動を行ってお

り、2006年までは日本の拠出金、2007年

から現在まではCIDAの資金で実施。マス

メディア、ポスター・リーフレット、イ

ベントなどを通じた予防啓発を行ってき

た。サービスの受け手側を対象とし、保

健医療サービスの提供者は対象としてい

ないが、既存のマテリアルの共有・活用

により連携を図ることは可能。本プロジ

ェクトでは、これらの活動との連携を行

うこととした。 
20）USAID：Community-Based Avian Influenza 

Control（CBAIC）ジャワ島６州、バリ、

北スマトラ、ランプンの９州で、村落ボ

ランティア・郡コーディネーターを育成

し、家禽のAI感染報告、住民への予防啓

発等を実施。 

 
 
 
 
17）二次調査時点で、IS-AIの評価結果は取

りまとめ中であった。プロジェクトの実

施にあたっては、IS-AIの評価結果を踏ま

え、保健省やWHOなどと協議しつつ、南

スラウェシ州での導入内容を検討してい

く必要がある。また、プロジェクトで作

成を支援するテクニカルプロトコルに取

り込み反映する必要がある。 
18）日本拠出のWHO予算は、上記IS-AIの南

スラウェシ州に導入・実施するために支

出することが検討されている。内容は、

DSOの巡回費・携帯電話SIMカードなど経

常経費（１年分のみ）やDSOへのバイク

供与経費である。携帯電話は県の担当官

がすでに所持していることから、GPSは
有効性が認められないことから供与対象

外となった。ただし、現状では拠出金の

執行期限が2008年中であるため、在イン

ドネシア日本大使館を通じて調整を行う

予定。 
19）本プロジェクト活動と連携を図ること

とし、PDMに明記した（活動2-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20）NGOに委託し、行政ラインにのらず村

落ボランティア・郡コーディネーターを

育成していることから、保健省としては

他州への汎用性が高くないと認識してい

るようである。 
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21）米CDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22）FETP 

21）米CDC： 
①Early Warning and Alert Response System

（ EWARS ）プロジェクト：米 CDC が

WHOを通じてランプン州の全11県で開始

予定。その６か月後バリ州とバンテン州

に展開予定。 ITによる情報管理をめざ

し、保健所との連絡手段とすることも想

定。保健省は、この案件の経験を南スラ

ウェシ州にも応用したいとの見解。 
②Community based Surveillance：米CDC支援

のプロジェクトで、2008年６月からラン

プン州と東ジャワ州の各２県で実施。 
22）FETP（Field Epidemiology Training Program）

：2008年10月頃より、インドネシア大学

とガジャマダ大学で各10人程度の研修生

を募集。研修期間は２年間で、修了生は

実地疫学の即戦力としての活躍が期待で

きるため、本プロジェクトとの連携を検

討する。 
＜インドネシア・南スラウェシ州の過去・

実施中案件からの教訓活用＞ 
23） 

・インドネシア「南スラウェシ州地域開

発 プ ロ グラ ム 」 のプ ロ グ ラム 評 価

（2006年度実施） 
・無償・南北スラウェシ医療従事者訓練

センター 
・保健政策アドバイザー個別専門家 
・南スラウェシ地域保健強化プロジェク

ト（1997-2002）IMCJが協力 
・南スラウェシ州地域保健運営能力向上

（2007-2010）。郡・村にチームを設置

し、PHC改善モデル作り（３県、数郡

がモデル）。 
・母と子の健康手帳プロジェクト（1998-

2003）、母子手帳による母子保健サービ

ス向上プロジェクト（2006-2009） 

 
 
23）関連報告書の精査、関係者との打合せ

等により、参考・教訓となる情報を収集

し、プロジェクトの計画策定に活用し

た。 

（４）プロジェクト投入 

 二次調査で策定した活動内容・活動計画を

踏まえて、プロジェクトへの日本側投入は

以下のとおりとした。事業事前評価表４
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の（３）参照。 
（総額 3.8億円） 
・専門家派遣 

‐長期専門家：チーフアドバイザー／サ

ーベイランス１名、業務調整１名 
‐短期専門家：サーベイランス、アウト

ブレイク調査等 
・供与機材 

‐PPE（個人防護資材）、検体採取キット

等 
‐モニタリング・早期対応用車両 

・研修員受入れ 
‐本邦研修（サーベイランス） 

・在外事業強化費 
‐研修経費 
‐巡回指導・モニタリング経費 
‐プロジェクトオフィス運営費（プロジ

ェクトスタッフ雇用費を含む） 
‐各種資料作成・印刷費 等 

（５）R/D署名 

 第二次事前評価調査の確認事項をミニッツ

に取りまとめ、2008年８月13日に署名した

（付属資料６）。 
その後、インドネシア側との最終協議を行

い、合意に至ったため、同年８月28日付で

R/Dに署名（付属資料２）するとともに、

PDM・POの初版（Version０）を確定するた

めミニッツ（付属資料３）に添付し、R/Dと

同日付で署名した。 
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２－５ 主要面談者 

＜インドネシア側＞ 
Dr. I Nyoman Kandun 保健省疾病対策環境保健総局長 
Dr. H. Andi Muhadir 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス 
 疫学予防接種局長 
Dr. Hari Santoso 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局 

 サーベイランス課長 
Dr. Rosliany 保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局 

 サーベイランス課 
Mr. Bayu Krisnamurti 鳥・新型インフルエンザ対策国家委員会（KOMNAS-FBPI） 
  事務局長 
Dr. Endang R. Sedyaningsih Mamahit 
 NIHRD Center for Biomedical & Pharmaceutical Research and 
 Development 所長 
Prof. Sangkot Marzuki エイクマン研究所 
Dr. H.Syahrul Yasin Limpo 南スラウェシ州知事 
Dr. Hj. Andi Inda Siradju 南スラウェシ州BAPPEDA 

 Macro Planning and Development Financing Department長 
Dr.H.M. Saad Bustan 南スラウェシ州保健局長 
Dr. H. Muhammad Anwar 南スラウェシ州保健局疾病管理環境保健部長 
Drs. Sukardi Pangade  南スラウェシ州保健局疾病管理環境保健部サーベイランス課

 職員（州サーベイランス担当官） 
Dr. H. Mochammad Arief Setyabudi 
  南スラウェシ州保健局検査機関（BBLK）所長（AI準地域

 検査機関のひとつ） 
Dr.Hatta  ハサヌディン大学微生物学教授 
Drh. Nurlina Saking 南スラウェシ州畜産局畜産物検査認証課長 

 
＜日本側＞ 

古屋 健 在インドネシア日本国大使館領事 
岡庭 健 在インドネシア日本国大使館公使 
高橋 厚 在インドネシア日本国大使館参事官兼医務官  
佐々木 正大      在インドネシア日本国大使館一等書記官 
瀬尾 充 在インドネシア日本国大使館一等書記官 
坂本 隆 JICAインドネシア事務所長 
舘山 丈太郎 JICAインドネシア事務所所員 
青木 利道 JICAマカッサルフィールド事務所 
徳丸 周志 JICAマカッサルフィールド事務所企画調査員 
Ida Gosal JICAマカッサルフィールド事務所ナショナルスタッフ 
垣本 和宏 JICA個別専門家（保健省保健政策アドバイザー） 
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下平 乙夫      JICA個別専門家（農業省畜産開発政策アドバイザー） 
 

＜援助機関＞ 
Dr. Graham Tallis WHOインドネシア事務所AIチーム 医学疫学担当官 
Gina Samaan WHOインドネシア事務所疾病対策・サーベイランス 
 フィール疫学担当官 
Dr. Frank CDC 
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第３章 プロジェクトの概要・背景 
 
３－１ プロジェクト概要 

インドネシア保健省および南スラウェシ州保健局との協議の結果、プロジェクトの枠組みを

最終的に以下のとおりとすることで合意し、PDM（第０版）を作成し、R/D署名時締結のミニッ

ツに添付した（付属資料２参照）。 
 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
＜プロジェクト目標＞ 

南スラウェシ州において、AIヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染症

サーベイランスシステムを通じて強化される。 
＜指標・目標値＞ 
ａ）報告感度および特異性 
ｂ）報告完全性が向上する。 
ｃ）適時性が向上する。 

（具体的な指標・目標値の設定はできるだけ早い段階で決定する。） 
２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

＜上位目標＞ 
インドネシアの他州において、AIヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感

染症サーベイランスシステムを通じて強化される。 
＜指標・目標値＞ 
ａ）報告感度および特異性 
ｂ）報告完全性が向上する。 
ｃ）適時性が向上する。 

（具体的な指標・目標値の設定はできるだけ早い段階で決定する。） 
 

（２）成果（アウトプット）と活動 
１）成果１：公的・民間医療機関、州・県保健局から保健省に対するAIヒト感染疑い症例

の検知・報告・記録体制が、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通じて強

化される。 
＜活動＞ 

1-1. 南スラウェシ州でのAIサーベイランスシステムの全体構成と現状を明確化する。 
1-2. （AIヒト感染症例サーベイランスに関する）州テクニカル・プロトコル（検知・

報告・記録を含む実施指針）の作成・改訂を実施する。 
1-3. （AIヒト感染症例サーベイランスに関する）県テクニカル・プロトコルを作成す

る。 
1-4. 州でサーベイランスに関する指導者養成研修を実施する。 
1-5. （県以下の）各レベルでのサーベイランスに関する研修を実施する。 
1-6. 州および各県のサーベイランス実施状況を評価する。 
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1-7. テクニカル・プロトコルに基づいた情報還元システムを構築する。 
＜指標＞ 

1-1. 2009年までに、州および県テクニカル・プロトコルの運用が開始される。 
1-2. 州および県保健局サーベイランス担当官の知識・技能が向上する（研修の事前・

事後テスト結果の向上）。 

1-3. サーベイランス実施状況がテクニカル・プロトコルに基づいて評価される。 

1-4. テクニカル・プロトコルに基づき、サーベイランスデータが定期的にフィードバ

ックされる。 
２）成果２：いくつかの保健所監督下にあるコミュニティにおいて、地域重要感染症に加え

て、AIヒト感染疑い症例の早期報告システムが開発される。 
＜活動＞ 

2-1. 家畜セクターおよび既存の活動〔UNICEF、鳥・新型インフルエンザ対策地方委

員会（KOMDA）等の支援による〕と協力し、コミュニティに対する啓発活動を

行う。 
2-2. ５つの保健所管轄下の約50の村で、コミュニティを拠点としたサーベイランスの

パイロットシステムを開発する。 
＜指標＞ 

2-1. 80％以上の保健所が啓発活動を実施する。 
2-2. 2010年６月までに、５つの保健所内の約50の村で、コミュニティを拠点としたサ

ーベイランスが実施され、保健省、州および県保健局によって評価される。 
３）成果３：州および県早期レスポンスチームのアウトブレイク調査能力が強化される。 

＜活動＞ 
3-1. 州および県レベルのアウトブレイク調査能力を評価する。 
3-2. 州および県早期レスポンスチームにアウトブレイク調査研修を実施する。 
3-3. 州および県早期レスポンスチームに対する家禽類のAIアウトブレイクおよびヒト

感染疑い症例に関する報告の現状を評価し、必要に応じ改善する。 
3-4. AIアウトブレイク地域で、家畜セクターと協力し啓発活動を行う。 
3-5. 州保健局および数箇所の県保健局で（AIアウトブレイク対応の）机上訓練を実施

する。 
＜指標＞ 

3-1. 州内全県で早期レスポンスチームが設立される。 
3-2. 県早期レスポンスチームの知識・技能が向上する（研修の事前・事後テスト結果

の向上）。 
3-3. 机上訓練が実施される。 
3-4. 机上訓練の評価結果がテクニカル・プロトコルに反映される。 

４）成果４：AIヒト感染疑い症例および濃厚接触者の検体の採取、移送および検査結果の

管理が改善される。 
＜活動＞ 

4-1. 検体の採取・移送を改善する。 
4-2. 検体検査施設から州保健局への検査結果の報告体制を改善する。 
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4-3. AIヒト感染症例と家禽類感染例の検査結果の比較を促進し、情報の共有および早

期レスポンスチームの二次活動に役立てる。 
4-4. AIヒト感染疑い症例から採取した検体を南スラウェシ州保健局検査機関（BBLK）

へ適時に移送する。 
＜指標＞ 

4-1. 80％以上の県において、テクニカル・プロトコルに基づいた検体の採取・移送が

実施される。 
５）成果５：サーベイランスおよびレスポンスに関して、中央レベル、南スラウェシ州およ

び各県の連携が強化される。 
＜活動＞ 

5-1. 保健省が州保健局を訪問し、サーベイランス担当官に対して監督指導を行う。 
5-2. 州保健局が本プロジェクトの経験を定期的に保健省と共有する。 
5-3. 州保健局が保健省の実施するAIに関する訓練に参加する。 
5-4. 保健省が、必要に応じて南スラウェシ州での経験をAI国家サーベイランスシステ

ムへ組み込む。 
5-5. 家畜セクターや地域開発企画局（BAPPEDA）、鳥・新型インフルエンザ対策地方

委員会（KOMDA）等のステークホルダーを（本プロジェクトの活動に）関与さ

せる。 
5-6. サーベイランスの包括的な評価を実施する。 

＜指標＞ 
5-1. テクニカル・プロトコルに基づいて、州保健局が保健省に対し定期的にサーベイ

ランスデータを報告する。 
5-2. 州および県レベルで、家畜セクターと、毎月、情報・データが共有される。 
5-3. 80％以上のアウトブレイク対応が、州および県レベルで、家畜セクターと連動し

て実施される。 
5-4. 保健省が必要に応じて南スラウェシ州での経験をAI国家サーベイランスシステム

へ組み込む。 
 
（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額 3.8億円） 
・専門家派遣 

‐長期専門家：チーフアドバイザー／サーベイランス１人、業務調整１人 
‐短期専門家：サーベイランス、アウトブレイク調査等 

・供与機材 
‐個人防護資材（PPE）、検体採取キット等 
‐モニタリング・早期対応用車両 

・研修員受入れ 
‐本邦研修（サーベイランス） 

・在外事業強化費 
‐研修経費 
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‐巡回指導・モニタリング経費 
‐プロジェクトオフィス運営費（プロジェクトスタッフ雇用費を含む） 
‐各種資料作成・印刷費等 

２）インドネシア側 
・カウンターパートの配置 
・施設および事務スペースの提供 

‐保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス疫学予防接種局内 
‐南スラウェシ州保健局内 

・サーベイランスに必要な資機材 
・プロジェクト活動実施に必要な経常経費 

 
（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）上位目標までの外部要因 
・国家AI対策に係る政策、法令等にサーベイランス実施に影響を及ぼすような変更が生

じない。 
２）プロジェクト目標までの外部要因 

・AI検体のラボ検査が適切に実施される。 
・インドネシア側が必要な予算を配分する。 

３）成果達成までの外部要因 
・研修・訓練を受けた保健人材およびカウンターパートが引き続き在職する。 
・家畜セクターによる家禽のAIサーベイランスが継続される。 

４）前提条件 
・州保健局および県保健局がプロジェクトに反対しない。 

 
３－２ 鳥インフルエンザ・ヒト症例サーベイランスの現状 

３－２－１ 概 況 
インドネシアでは2005年７月にAIヒト感染例が確認されて以降、2008年６月19日時点で世

界で最も多い110例の死亡例（WHO発表）が確認されており、現在も感染例と死亡例の報告が

続いている。 
ヒトへの感染の拡大は感染力の強いウイルス（新型インフルエンザ）への変異を引き起こ

し、インドネシア国内のみならず世界中に多大な感染者と死者を出す可能性が危惧されてい

る。そのためAIヒト感染の早期検知・早期対応により、新型インフルエンザによる社会的影

響を最小限に抑制することが、インドネシア国内のみならず国際社会においても強く求めら

れている。 
こうした状況下、インドネシア保健省疾病対策環境保健総局（本プロジェクトの要請機

関）は、2006年発効のAIサーベイランスの国家ガイドラインを基本にして、AI患者の早期発

見・早期対応によりAIの蔓延を防止しようとしている。この中で、州・県保健局のサーベイ

ランス担当官の役割をAIヒト感染疑い症例の検知と報告、住民啓発、鳥に対するサーベイラ

ンス（農業省で実施）との調整に絞り、サーベイランスシステムの強化を計画している。し

かしながら、州・県保健局のサーベイランス担当官には必要な知識や技術、コミュニティと
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の連携が不足しており、実際のサーベイランスシステムは脆弱であるため、現在報告されて

いる症例数や死亡例数は過小評価であるとされている。 
サーベイランスによるAIの検知は、その後の対策に直結する出発点である。したがって、

サーベイランスの強化は、検知をより迅速化することで、その後の迅速な対策につながり、

新型インフルエンザによる社会的影響を軽減するものであり、AI対策における重要性・協力

の必要性が高い。他の対策として検体検査能力の向上やAIヒト感染症例に対する医学的対応、

一般市民向けのAI予防啓発活動などがあるが、国家検査機関の検査能力は国際的にも一定レ

ベルに到達しており、また医学的対応の強化は地域限定的な貢献のみで全世界的な裨益は見

込めない。予防啓発活動についてはすでにUNICEFの支援による活動が展開されている。よっ

て、協力のアプローチとしてサーベイランス強化に特化することが現状では最も有効である

と考えられる。 
プロジェクトサイトとして選定された南スラウェシ州は、①家禽密度および鶏のAI発生数

が多く、かつ人口密集地であるため、インドネシア政府によりAIヒト感染のリスクが高レベ

ルと分類されているにもかかわらず他の高リスク州に比べ国際的な支援が少ないこと、②鶏

へのAI感染数が多い割りにヒト症例の報告が少なく、サーベイランス能力が低いことが予想

されること、③東インドネシアの玄関口として交通の要所であることなどから、国家レベル

のサーベイランスモデル構築の対象地域として適切である。 
なおインドネシアにおいて、AIのヒトからヒトへの感染流行、あるいは新型インフルエン

ザの発生・流行が起きた場合には、本プロジェクトに派遣される日本人専門家は他のJICA専

門家と同様に退避することになるため、本プロジェクトが中断・中止される可能性がある。 
AIヒト症例サーベイランスの現状および問題点は以下のとおりである。 

 
（１）AIの検知・報告・記録体制 

各州で検知されたAIヒト感染疑い症例の総数が国家レベルに報告されるべきであるが、

2001年より開始された地方分権化の進展によって、州、県からの報告体制が不完全とな

っており、国家によるサーベイランスの基本的管理が困難な状況にある。 
州および県レベルにおいては、検知・報告・記録を含むAIサーベイランスの実施指針

（テクニカル・プロトコル）が存在しないため、AIサーベイランスの実施が徹底されて

いない。例えば、AIの報告定義が周知されていないため報告されるべき症例が検知され

ず見逃される、検知しても迅速に報告されない、報告された情報が不十分で適切な対応

が遅れる、などの事態が生じている。あわせて、サーベイランス担当職員の知識・能力

不足も課題である。州内サーベイランスの指導的立場となる州保健局員の中でサーベイ

ランスの訓練を受講したものは乏しい。県保健局職員についても同様であり、保健所

（コミュニティからのAI疑い例などの報告を受ける責任がある）に対する指導能力も低

い。 
さらに、AIサーベイランスを十分機能させるには単独のシステムを構築するのではな

く、初期症状の類似する他の疾病サーベイランスシステムの中にAIサーベイランスも位

置づけ、それらと連動・連携することによってAI検知漏れのないサーベイランス体制を

構築する必要がある。 
州・保健局へのAIヒト感染疑い症例の報告者は州・県病院が主体で、保健所からの報
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告は比較的限られている。また、一般の住民は、AIを疑われる症状があってもコミュニ

ティレベルの保健医療関係者に相談することが多く、保健所を受診することは少ないと

いわれている。AIサーベイランスシステムの強化のためには、保健所がコミュニティか

らのAIヒト感染疑い症例の情報を迅速かつ的確に入手し、確実に報告する体制が必要で

あり、サーベイランス実施体制の中心的な役割を担う保健所に対する教育・訓練を県保

健局主導で実施し、キャパシティ強化を図ることも重要課題である。また、保健所が指

導的役割をもち、コミュニティレベルの保健医療従事者などを通じて、コミュニティか

ら保健所への早期報告を促進することは、特にインドネシア側にとって重要な課題であ

り、汎用性のあるモデルの開発が期待されている。 
サーベイランスの質の向上・維持のためには、サーベイランスが適切に行われている

かモニタリングすることも重要である。報告完全性、特異性、報告感度、適時性1などの

サーベイランスのパフォーマンスを測る指標を設定し、モニタリングすることが国際標

準となっているが、インドネシアでは未だ導入されていない。AIヒト症例サーベイラン

スに対するパフォーマンス指標の設定およびモニタリングの実施は、システム全体のパ

フォーマンス強化に貢献するものと考えられる。 
 
（２）AIレスポンス・アウトブレイク調査能力および他のサーベイランスシステムとの連携 

AIアウトブレイクが検知されると、州の早期レスポンスチーム（州保健局サーベイラ

ンス担当官２人を含む６人で構成）が出動し、検体採取、接触者追跡、疫学情報調査、

他のヒト感染疑い症例の検索などの「レスポンス」活動が実施される。多くの県（23県

中18県）には早期レスポンスチームが設置されているが、チームとしての能力は不十分

で、適切な早期対応が実施できず、州チームの出動に頼っている状況にある。また、州

と県のチームの役割分担が混乱している現状もある。そのため、AIレスポンスチームに

対する能力強化および州と県の連携の明確化、実施体制の整備が急務である。また、州

の早期レスポンスチームは、畜産局が実施する鶏などの家禽のAIアウトブレイク対応と

連携して活動しているが、更なる連携強化と県レベルにおける連携の促進が必要である。

なお、家禽のAIサーベイランス・レスポンスに対しては、AusAID（オーストラリア国際

開発庁）／FAO（国連食糧農業機関）の共同支援によるPDSR（Participatory Disease 
Surveillance and Response）プログラムが実施されている。 

 
（３）検体取り扱い、検査結果の管理能力強化 

AIヒト感染疑い症例が検知されたあと、AIかどうか確定するには、採取された検体を

検査する必要がある。AI早期封じ込めのためには、適切な検体の採取、迅速な検体移送、

検査結果の迅速な連絡が不可欠である。AI検体の国家検査機関であるNIHRDは、地方か

ら送られてくる検体の不備（検体量、質、疫学・臨床情報の不備）を指摘している。ま

た、検体の適切な採取や検体送付経路、検体検査結果の情報還元体制が不明確、不十分

                                                        
1 ①報告完全性：例えば、全報告点のうち定期的に報告している報告点の割合、あるいは報告が定められている内容のうち、

実際に報告された内容の割合。②特異性：報告された疑い症例のうち、実際にその疾病（この場合は AI）であったものの

割合。③報告感度：発生した症例のうち、報告された症例の割合。④適時性：検知、報告、対応などの迅速さ。例えば、

発症から報告までにかかった時間が××時間以内。 
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であるため、改善が必要である。 
 

３－２－２ AIヒト感染症例サーベイランスの公的位置づけと取り巻く環境 
（１）保健省規則1643/Menkes/SK/XII/2005（2005年発布）に従い、国家AIチームが組織され、

同病の対策を統括している。全体を統括する国家委員会とならび専門チームが設立され

ており、その中にサーベイランスとリスク要員コントロールのチームが含まれている。

南スラウェシ州では、知事通達No.439/III/III-2006により、委員会やそれぞれの専門チーム

の下部チームのメンバー構成や役割が規定されている。 
 

（２）他国からのAIヒト感染症例サーベイランスに関する支援 
１）鳥インフルエンザ統合サーベイランス（Integrated Surveillance for Avian Influenza：IS-

AI） 
ジャワ島、スマトラ島南部ならびにバリ島の９州で、農業セクターとのIS-AIが、

USAIDの支援により2007年12月まで試行され、現在はWHOを通じて継続されている。

今後このシステムが国家モデルの基本となる予定。 
南スラウェシには未だ導入されていないが、フィールドでのオペレーションを比較

すると、県サーベイランス担当官（DSO）の配属が未実施である以外、実施地域と根本

的な違いはない。実施地域では各郡２人のDSOに対してトレーニングを行い、携帯電話

のショートメールサービス（SMS）を自動的にPCのデータベースに読み込む、高度に

オンライン化されたデータ管理が実施されている。この実施のために、USAIDの支援

により携帯電話、SIMカードと年間定額の使用料バウチャーが支給されている。データ

の送付先は、国レベルの保健省サーベイランス課であり、同時に州保健局にも送付され

ている。 
２）早期対応チーム（Rapid Response Team Training：RRT） 

USAIDとWHOが支援するIS-AIが南スラウェシ州を含む22州で施行。南スラウェシ州

では２回に分けて、全県を対象に研修を施行。研修のみで、RRTの形成自体には関与し

ていない。 
３）Early Warning and Alert Response System（EWARS）プロジェクト 

米国CDCがWHOを通じて、ランプン州の全11県で開始予定であり、県の担当官を対

象としたプロジェクト形成のための全５日間のワークショップの初日のみに平山団員が

参加した。 
ワークショップにはWHO/WHO南東アジア地域事務局（SEARO）、米国CDCインドネ

シア事務所、WHOインドネシア事務所からも参加しており、SEARO担当官によるとIT
による情報管理をめざしており、プスケスマスとの連絡手段になることも想定していた。 

ランプン州で開始したあと、６か月後にバリ州とバンテン州と展開していく予定で

あり、保健省サーベイランス課長はプロジェクトの経験を南スラウェシへも応用したい

との見解であった。 
今後も引き続き情報交換を継続していく必要がある。 

４）Community based surveillance 
米国CDCが支援するプロジェクトで、2008年６月から、ランプン州と東ジャワ州の
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各２県で開始している。2009年に10州へと展開していく予定だが、その対象州は未定で

ある。主に村落保健ボランティア（カデール）を対象に、疾病に対する教育をし、サー

ベイランス機能の向上をめざしている。対象疾患はAI、肺炎、下痢、デング、マラリ

ア、ジフテリア、ポリオ、破傷風、結核、ビタミンA欠乏症等12疾患で、写真や絵を多

用したガイドブックを作成している。 
５）実地疫学専門家養成プログラム（Field Epidemiology Training Program：FETP） 

2008年より、インドネシア大学とガジャマダ大学で、各10人程度の研修生を募集。

研修期間は２年間で、修了生は実地疫学の即戦力としての活躍が期待される。 
６）UNICEFを通じたAI予防啓発活動 

一般市民を対象とした予防啓発活動を展開。南スラウェシ州では日本からの援助で

インドネシア人スタッフが活動中。 
７）PDSR（Participatory Disease Surveillance and Response） 

FAOの支援による家禽側の基本的なサーベイランスオペレーションのプログラムであ

る。各郡に８人任命されたPDSR担当官が各村を訪問し（週４日間）、過去60日間に起こ

った家禽の大量死等の主に養鶏に関する異常事象を過去を遡って確認することである。

結果、村落から自発的な報告が増えることが多いため、訪問から自発報告に徐々に切り

替えていくことを想定している。 
南スラウェシ州では、AusAIDの支援により実施されている。AusAIDは西スラウェシ

州に対しても同様の支援を実施中。家禽の大量死等の異常が比較的頻回に検知されてお

り、そのたびに州保健局の早期対応チームが出動し、サイト周辺のヒトAI疑い症例の

探索を実施している。2008年には、年頭から５月21日の第一次事前評価調査までの間、

同州内で９例のヒト疑い症例が検知されているが、このうち３例は家禽の死亡サイトの

周辺のヒト症例探索で発見された例であった。 
PDSR担当官への給与を含む運営費用はプロジェクトより支援されており、2009年７

月のプロジェクト終了以降の体制については引き続き注意が必要である。 
 

（３）関連した我が国の支援 
１）WHOに対し、650万米ドルの任意拠出金を、AI対策強化として提供している。 
２）WHOとASEAN事務局を通じ、シンガポールに個人防護具（PPE）、タミフル等の備蓄

形成をしている。2007年４月これらの備蓄品をASEAN地域で初発した新型インフルエ

ンザパンデミック早期封じ込めのために送付するというロジスティクス面の演習が実

施された。 
 

３－２－３ AIヒト感染症例サーベイランスの現状、問題点、プロジェクトにて対応すべき

事項 

１：H5N1ヒト感染疑い症例を検知、報告、記録し分析結果をフィードバックする。 

＜現状＞ 
（１）AIサーベイランスの国家ガイドラインに基づき行われている。 

１）症例定義はWHO定義を全面的に採用。すなわち発熱、呼吸器症状と病死鳥との接触
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歴等の疫学クライテリアで定義している。 
２）即時報告フォーム（W1）、週報告フォーム（W2）、AI疑い症例報告フォーム（PE-

AI）を使用している（別紙参考資料参照）。保健省は報告対象疾患についても現在改善

を検討している。 
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（２）ILI（Influenza like illness：インフルエンザ様疾患）サ－ベイランス 
ILIサーベイランス（プロジェクト）は、NIHRDとジョンズホプキンス大学によって全

国20拠点で施行している。南スラウェシ州では、マカッサル市とハサヌディン大学検査

室が拠点となり、ワヒディン病院とマカッサル市内のスディアンのプスケスマスがセン

チネル（拠点）施設に指定されている。施設で毎週約５人のILI患者からの咽頭ぬぐい液

検体に対して、インフルエンザ迅速検査を施行。毎週１回、マカッサル市保健局が検体

をハサヌディン大学検査室へ搬送し、ここからNIHRDへ送付している（ハサヌディン大

学検査室の役割は最近変化しており、今後注意が必要）。 
また、各県で１か所指定しているプスケスマスにて、検体採取は伴わないが、ILI患者

に関する情報を報告フォームに記入している。 
 

（３）包括疾患サーベイランス（STP） 
肺炎、インフルエンザ、急性重症呼吸器症状（ISPA）を含む29の感染症の月間患者数

を報告するシステム。疾患定義の近い呼吸器疾患が報告対象となっており、視察先ごと

で報告定義の解釈が異なっていた。当システムをパイロット地域で試験的に改正するプ

ロジェクトが、米国CDCの支援で始まる予定。南スラウェシ州でもマロス県が対象地域

である。 
 

（４）IS-AIとは別に、ICDCプロジェクト（強化サーベイランスプロジェクト）が、中央スラ

ウェシ等で実施されていた。南スラウェシ州は対象となっていなかった。これは郡レベ

ルに獣医が十分配置されていないことから、郡レベルで異なる職能が集会を開き、症例

の検討を行うことを主眼としていた。（すでに終了しているプロジェクト） 
 

（５）患者を報告している主な報告点はインフルエンザ指定病院が主体であり、重症患者は

プスケスマスから指定病院へ転送されている。 
 

（６）南スラウェシ州においては、2005～2008年（第二次事前調査時まで）のAIヒト感染疑

い症例ならびに確定例数の推移は表３－１のとおり。 
 

表３－１ インドネシア、南スラウェシ州のAIヒト感染疑い症例（H5N1）疑い例 
         および確定例の年次推移（2005～2008年） 

年次 2005年 2006年 2007年 2008年* 

疑い例報告数 4 37 46 9

確定例数 0 1 0 0

*2008年８月26日時点までデータであり、通年ではない。 

 
（７）同州で2006年に確定された症例は、14歳の女性で、州病院（ワヒディン病院）にて呼

吸器感染症で６月に入院、死亡した。ILIサーベイランスに従って、呼吸器検体が死亡後

採取され、検査したところ、H5N1の感染が確定した。その時点では、同女性の家族数人

も同時期にデング熱の疑いで死亡していたが、確定診断はできていない。 
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（８）2008年には、同州内で９例のヒト感染疑い症例が検知されているが、このうち６例は、

プスケスマス受診に伴い発見され報告されていた。 
 

＜問題点＞ 
（１）地方分権化に伴い、国、州、県の保健組織間の監視体制ができていない。 

１）国家レベルに、各州で検知されたAIヒト感染疑い症例の総数が報告されていない。

かつては報告されたが、現在は確定症例数のみが国家レベルで更新されている。また、

疑い症例の有無にかかわらず定期報告を実施する、いわゆる「ゼロ報告」が全国的に

は十分実施できていない。このシステムでは、国が州の報告感度をモニタリングし、

介入するという症候サーベイランスの基本的な管理が不可能である。 
２）南スラウェシ州内においても、各県からの報告の不備を指導する体制がない。 
３）サーベイランスパフォーマンス指標のモニタリングが未だ導入されていない。 
 

（２）州および県の担当者の疫学に関する基本知識が乏しい。 
州および県の担当者で疫学に関する教育や訓練を受けている割合が低く、習慣的に作

業していることが観察された。 
 

（３）州および県の現状に適したサーベイランスの技術指針がない。 
国家ガイドラインも一部で利用されてはいるが、視察先では紛失等によって前任者か

ら引き継がれていなかった。 
参考となる技術指針がないため、担当者の配置転換等により技術の維持が困難となっ

ている。 
 

（４）医療機関で報告疾患定義が理解されていない。 
第一次事前評価調査で訪問した南スラウェシ州マロス県のバンティムロンのプスケス

マス（保健所）では、2007年１年間に185例の季節性インフルエンザ患者が受診したが、

体温、症候、疫学的曝露歴をAIヒト感染疑い症例の定義とつき合わせて検討することな

く、保健スタッフの「勘」によってすべて未報告と判断されていた（マロスは州の養鶏

産業の中心地）。また、二次調査で訪問したパレパレ市とゴワ県でも、特に肺炎、ILI、急

性呼吸器疾患の症例定義は臨床医および医療施設によって混同が見られた。このような

状況が医療機関で一般的だとすれば、このような症例を報告定義に従って判別すること

も必要な介入となる。 
 

（５）インドネシアにおけるH5N1感染者の約20～25％は病鳥や死鳥との接触歴等の感染源が

不明といわれており、鳥の感染報告を中心にしたサーベイランスだけでは不十分である

と考えられる。 
 

＜対応すべき事項＞ 
（１）州および県の現状調査を行う。 
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（２）州および県の現状に適した技術指針を作成し、定期的に修正していく。 
保健省と州保健局との協議によって、技術指針を州で作成する。 
技術指針の作成に関しては、上記現状調査に加え、インドネシア保健省やWHO事務所

等で施行している現行のプロジェクトや予定されている計画との調整が必要である。特

に、保健省は前述の問題点（５）に対しても、プロジェクトにて試験的に新たな報告基

準の導入も提案しており、今後も綿密な協議が必要となってくる。 
州の技術指針の作成に続いて、州保健局と県保健局はパイロット県において、県にお

ける技術指針を作成する必要がある。 
さらに、技術指針には以下の項目も記入していく必要がある。 

１）技術指針に沿って、州保健局担当官に対して研修を行う。 
２）研修を受けた州保健局担当官が各県の担当官に対して研修を行う。 
３）県担当官は保健センターや医療施設に対して研修を行う。 
４）パフォーマンス指標（報告感度、適時性等）のモニタリングを導入する。 
５）情報のフィードバック体制を整備する。 

 

２：コミュニティから医療機関やプスケスマスへの早期報告体制を確立する。 

＜現状＞ 
（１）各郡内ではプスケスマスのもとに助産ボランティア（カデール）を含む保健ボランテ

ィアが、母子保健を中心に活動している。 
 

（２）視察した南スラウェシ州ゴワ県では、AI疑い症例の約半数がひとつのプスケスマスか

ら報告されていた。その郡内では、他国による保健ボランティアの能力強化プロジェク

トが施行されており、コミュニティ内の保健ボランティアとプスケスマスの関係強化が

サーベイランス能力の強化に影響していた。 
 

＜問題点＞ 

（１）2008年５月のマロス県（養鶏産業の中心地）での住民からの聞き取りでは、人々の主

要な関心は養鶏収入の安定、H5N1感染にかかわる風評被害の防止であり、保健に関する

関心は二の次と感じられた。 
 

（２）地域の保健ボランティアに、AI疑い例の報告に対して県担当官から謝礼を渡しており、

プロジェクトで保健ボランティアを巻き込む場合も予算的継続性の配慮が必要となって

くる。 
 

＜対応すべき事項＞ 
（１）UNICEFや農業セクターで施行している既存の活動と連携した、コミュニティへの啓発

活動。特に、ヒト-ヒト感染拡大の可能性についても伝える必要がある。 
 

（２）州保健局および県保健局のサーベイランス能力の向上や、医療施設（病院、プスケス

マス）でのAIヒト疑い症例定義の正確な適用の徹底から活動していくべきであるが、州
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内の数か所で、プスケスマスが保健ボランティアを十分に巻き込んだサーベイランスシ

ステムの構築をパイロットとして施行して評価することも重要である。 
 

３：アウトブレイク対応 

＜現状＞ 
（１）IS-AIの枠組みの中での家禽側の基本的なサーベイランスオペレーションは、各郡に８

人任命されたPDSR担当官が各村を訪問し（週４日間）、過去60日間に起こった家禽の大量

死等の主に養鶏に関する異常事象を過去を遡って確認することである。結果、村落から

自発的な報告が増えることが多いため、訪問から自発報告に徐々に切り替えていくこと

を想定している。 
 
（２）南スラウェシ州では、上記のIS-AIの枠組みに従ったPDSRシステムの導入が、AusAID

の支援により実施されている。AusAIDは西スラウェシ州に対しても同様の支援を実施中。

家禽の大量死等の異常が比較的頻回に検知されており、そのたびに州保健局の早期対応

チームが出動し、サイト周辺のヒトAI疑い症例の探索を実施している。2008年には、年

頭から５月21日の第一次事前評価調査までの間、同州内で９例のヒト疑い症例が検知さ

れているが、このうち３例は、家禽の死亡サイトの周辺のヒト症例探索で発見された例

であった。 
 
（３）州の体制 

州のレスポンスチームは、サーベイランス担当官、医師、獣医師、検査技師等の約６

人で構成されている。 
現状では、州内でAI疑い症例発生および家禽でのインフルエンザ発生の報告の全例に

対して、州のレスポンスチームも出動している。 
州レスポンスチームの検査技師はBBLKの職員であり、検体採取を行っている。 

 
（４）県の体制 

県のレスポンスチームは、県によって体制が異なっているが、視察した３県はいずれ

も州内では体制が整っている県であり、他県の状況はほとんど体制ができていないとの

ことであった。 
１）マロス県は州内の強化対象県に指定されており、検査技師以外はほぼ州と同様の体

制がとれているようであった。 
２）パレパレ市では、2005年にWHOがAI全般に対する研修を５日間行っており、他の県

よりレベルが高いとのことであった。AI疑い症例発生の情報源は、プスケスマスと病

院、コミュニティの保健ボランティア、新聞のスクリーニング等からで、農業セクタ

ーとの連絡も行えていた。県保健局内でインターネットが利用できるのは、局長の部

屋のみで、サーベイランス課では利用できていなかった。 
アウトブレイク調査時は県から２人のサーベイランス担当官と当該プスケスマスか

ら１人によって、接触者の観察を10日間行っている。サーベイランス担当官は２人のみ

であり、AI疑い症例発生時の対応は大きな負担となっているらしい。 

－51－



  

３）ゴワ県もサーベイランス担当官は２人で、アウトブレイク調査時は農業セクターと

連携して対応している。 
 

＜問題点＞ 
（１）PDSRに対する支援は2009年７月までであり、その後は県の予算で活動を続けることに

なるが、機能が低下する恐れがある。 
 

（２）県のレスポンスチームの能力 
１）州による指導、監視体制がない。 
２）県によって、能力や体制の違いが大きい。 
３）他県との連絡体制が不明確である。 
４）設備や機材等が不足している。 
５）活動内容を明記した指針がない。 

 
＜対応すべき事項＞ 
（１）州と各県が、県の現状や能力を評価する。 

 
（２）州と県のレスポンスチームの能力を向上させる。 

１）研修を実施する。 
２）研修前後で能力の向上を確認する。 
３）技術指針に活動内容を明記し、これに基づいて活動できるようにする。 

特に、州と県の役割やPDSRとの協調、現場での住民啓発等を明記する。 
４）州と県、他県との連絡体制等を机上訓練で確認する。 
５）机上訓練の評価結果を技術指針へ反映させる。 
 

４：検体の扱い 

＜現状＞ 
（１）検体の採取と輸送 

１）ジャワ島西部の高発生地域に関しては、ジャカルタのNIHRD職員が直接医療施設に

出向き、検体を採取していることが多い。 
２）南スラウェシ州では、AI疑い症例の検体は州のレスポンスチームの検査技師（BBLK

の職員）によって採取されている。 
３）AIヒト疑い症例の定義に合致する例からの検体採取は、１、３、４病日の３回が要

求されている。 
４）検体の陸上輸送は民間輸送会社、空輸はエアカーゴでIATAの感染性物質輸送の規定

に基づいて行っている。送付コストは南スラウェシでは州保健局がまかなっているが、

全国的に見ると実際には医療施設の負担になっていることが多いとのことである。 
 

（２）検査体制 
１）ジャカルタに２か所の国家検査機関（NIHRD、エイクマン研究所）と地方に８か所
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の地域検査機関を擁する。将来的にさらに末端に34か所の準地域検査機関を設置し、

全国44か所のラボネットワークを設立する構想がある。 
２）国家レベルではH5N1のPCR同定ならびに一部の遺伝子塩基配列試験が可能で、地域

検査機関ではPCRによるH5の同定のみを行っている。すべてNIHRDでも同時確証され

ている。 
３）南スラウェシ州では、地域検査機関としてハサヌディン大学微生物学教室、準地域

検査機関としてワヒディン病院（ハサヌディン大学付属病院）検査室とBBLKが指定さ

れている 
４）地域検査機関であるハサヌディン大学微生物学教室は、東部インドネシアのレファ

ラルラボとして、BSL-2の実験施設を備え、機材は一定程度整っており、AI診断に関す

る講習もシンガポールで受講している。2008年５月頃までは、パプア、スラウェシな

ど東部地域から送付されたAI疑い患者検体について、PCRを行っていたが、陽性例はな

かった。しかし、2008年５月頃よりハサヌディン大学微生物学教室では検査を行わず、

直接NIHRDへ送付している。政府からの指示で検査を中止しているとのことであるが、

州保健局によると、大学の検査機関が検査料を要求したためであるとのことで、今後

はBBLKを地域検査機関にしたいとのことであった。 
５）準地域検査機関であるBBLKは、ラボ全体として品質基準であるISO-17025認証は取

得している。AIに対するPCR検査用BSL-2実験室および検査設備を完備しているが、実

際に検査をした経験はない。施設はBSL-2を標榜しているが、HEPAフィルターを備え

た封じ込め空調設備やオートクレーブの室内設置などはなく、バイオセーフティーレ

ベル上の問題がある。検査技師は、保健省主催のAI検査研修を受けているとのことだ

が、実施した経験はない。未だに検体の検査は開始しておらず、次回の検体より検査

開始するとのことである。 
６）AIに関する州のレファレル病院であるハサヌディン大学付属ワヒディン病院の検査

部が、もう一箇所の準地域検査機関として指定されている。本病院には、州内からAI
疑い患者が搬送されている。これまで検査設備がなかったため、AI疑い患者検体は、

ハサヌディン大学微生物学教室へ送ってきた。これまで陽性例はない。ノバルティス

社およびエイクマン研究所のAIに関する共同プロジェクトにより、BSL-2のAI専用ラボ

（RT-PCR実施用）が整備されつつあるが、スタッフはいまだ訓練を受けていない。今

後、入院患者を中心に、AIのPCR診断を行う予定だが、いまだAIの検査は行われていな

い。AIサーベイランスには正式には関与しておらず、入院患者について検査結果が出

た場合の報告方法等についてルールが明確になっていない。州保健局は、同ラボのAI
サーベイランスに対する機能については否定的である。 

７）家禽側のサーベイランスでは、サイトレベルでインフルエンザA型の迅速テストキッ

トを使用し、早期警戒に役立てている。また、国家検査機関に加え地域検査機関も指

定しており、南スラウェシ州にも１施設が稼働している。 
８）WHOはヒトのインフルエンザA型迅速テストキット導入には、以下の２つの事由に

より否定的とのことであった。①国際的に、WHOはこのキットの使用を「季節性イン

フルエンザのためのサーベイランスが整備されている国」のみに推奨している、②イ

ンドネシアでの使用事例から、偽陰性が多いという懸念がある（同様の意見はNIHRD
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でも表明された）。保健省サーベイランス課も迅速キット導入には否定的であった。 
 

（３）検査結果 
１）NIHRDは、すべての結果を定期的に保健省CDC（サーベイランス課）に報告してい

る。 
２）NIHRDはH5N1陽性結果が出た場合、電話、FAX等で地方自治体へ即時通知を実施し、

書面にて公式通知を出している。 
３）南スラウェシ州担当者によると、検査機関への検体送付後、２～３日後にNIHRDへ

電話で結果を確認している。 
４）南スラウェシ州の疑い症例については、2005年から現在まで、すべての症例の検査

結果が、症例の基本情報とならびデータベースとして管理されているようであった。 
 

＜問題点＞ 
（１）保健省およびNIHRDの指導監視体制の不備 

１）NIHRDによると、検体の量が十分でない、検体に十分な臨床、疫学情報が同封され

ないなどの問題点が、地方から送付される検体に関して指摘されている。 
２）南スラウェシ州ではマカッサル市内に３つのラボが隣接し、これらの間の役割分担

や、国家ラボとの並行試験の実施の要否など、将来構想が不明確である。 
 

（２）州保健局検査機関（BBLK）の能力 
１）BBLKはRT-PCRの機器を導入し、すぐにでも検体を受け入れたいとしているが、現在

実施しているウイルス疾患に関する検査は麻疹等のELISA、すなわち血清抗体価検査の

みであり、PCR検査の経験は全くない。 
２）地域検査機関のバイオセーフティー確保が十分でない。ハサヌディン大学ラボは

BSL-1＋で実働している。しかも一般学生が往来する廊下に隣接している。BBLKに関

しては、BSL-2を達成できるか否かというレベルと観察された。また、ラボ備品・消耗

品等の不足が指摘されている。 
 

（３）農業局検査機関との検査機関の間での連絡体制の不備 
 

＜対応すべき事項＞ 
（１）保健省およびNIHRDの方針との調整をもとに、検体採取や輸送の方針を明確化する。 

 
（２）検査結果の報告体制を整備する。 

１）検査機関から各保健局や医療施設への報告体制の整備 
２）農業局検査機関との検査機関の間での連絡体制の整備 

 
（３）本プロジェクトは検査能力について支援しない方針ではあるが、検査能力の監視は必

要である。BBLKは、不十分な面はあるがAI専用の検査室が整備され、今後、技術的な訓

練とサーベイランスネットワークにおける検体搬入体制が整備されれば、州の中核検査
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機関として機能できると考えられる。なお、検査の実施および精度管理、トラブルシュ

ーティングに関する研修や、標準品、陽性・陰性コントロール、試薬等の安定供給が必

要だが、これらについてはNIHRDが責任を負うべき事項である。 
 

５：各機関の連携体制 

＜概要＞ 
地方分権化の影響で、国家政府と州と県の各自治体の連携や指導体制が困難となっている

が、サーベイランス体制の確立には各組織の連携が必要である。 
また、AIの包括的なサーベイランス機能の強化には、保健組織のみでなく、関連機関との

連携も必要である。 
 

＜対応すべき内容＞ 
（１）保健省と州保健局の連携強化 

１）保健省は州保健局へ定期的に監視、指導を行う。 
２）州保健局はサーベイランス結果を保健省へ定期的に報告する。 
３）保健省はプロジェクトでの取り組みを国家政策へ反映させる。 

 
（２）関係機関との連携強化 

１）農業セクターとアウトブレイク対応時の協働調査を行う。 
２）国家レベルおよび州、県において、関係機関との連携を強化する。 
３）サーベイランス体制を保健組織の体制だけでなく、包括的に評価する。 
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第４章 プロジェクトの事前評価 
 

事前評価調査を通して策定したプロジェクトの基本計画について、評価５項目に基づく評価

を行った。 
 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
 

（１）2005年に初めてAIのヒト感染症例が確認されて以来、感染例の報告が続いており、AIヒ
ト感染の早期検知・早期対応により、新型インフルエンザによる社会的影響を最小限に抑制

することは世界的な関心事である。インドネシアでは、世界で最多のAIヒト感染例・死亡

例が発生しており、政府もAIヒト感染症例サーベイランスを重要な国家政策の一部と位置

づけ、法令の整備やガイドラインの策定、省庁横断的な対策の実施等、最大限の行政努力を

重ねている。日本政府もAI対策は緊急課題として認識している。よって、本プロジェクト

は国際社会のニーズ、被援助国のニーズ・政策、我が国の援助政策との整合性が高い。 
 
（２）AI対策において、サーベイランスによる早期検知は、その後に続く様々な対策の出発点

となるため、重要性が高く、また波及効果も大きい。その他の対策である医学的対応や検査

などは、早期検知がなければ行えないものであるうえ、裨益効果は限定的である。また、感

染を未然に防ぐための啓発活動についてはUNICEFなど他の支援がすでに行われている。よ

って、サーベイランスの強化に焦点を当てた本プロジェクトのアプローチの妥当性は高い。 
 
（３）インドネシアでは、AIサーベイランスに関する様々な活動が法令やガイドラインに準拠

して開始されているが、実際のサーベイランスを担当する州および県保健局の知識や能力、

コミュニティとの連携に課題が多く、実際のサーベイランスシステムは脆弱である。そのた

め、本プロジェクトで実施するサーベイランス担当職員や同職員によるコミュニティ保健医

療従事者への能力向上に係るニーズは高い。 
 
（４）インドネシアは東西に広がる多くの島より構成され、全33州のうち29州、全444郡のうち

213郡で家禽類のAI感染が認められている（2006年10月時点）2。また、AIヒト感染症例も

2008年６月25日現在で135例の感染例と110例の死亡例が確認されており、国家ガイドライン

に準拠した形で、保健省、各州、各県、コミュニティ間の連携を強化したシステマティック

なサーベイランス能力を強化することは優先度が非常に高いと考えられる。特に保健省は、

日本とともにAIサーベイランスシステム強化を実践するにあたり並々ならぬ意欲を表明し

ており、上位目標である他州への展開、ひいてはインドネシア全体のAIを含む重要感染症

サーベイランスシステム強化も視野に入れた本プロジェクトの妥当性は高い。 
 

                                                        
2 「インドネシア国 鳥インフルエンザ等重要家畜疾病に対する家畜衛生ラボ改善計画 予備調査報告」（2006年）JICA無償

資金協力部 
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（５）プロジェクトサイトの南スラウェシ州は、①家禽密度および鶏のAI発生数が多く、かつ

人口密集地であるため、インドネシア政府によりAIヒト感染のリスクが高レベルと分類さ

れているにもかかわらず他の高リスク州に比べて国際的な支援が少ないこと、②鶏へのAI
感染数が多い割りにヒト症例の報告が少なく、サーベイランス能力が低いことが予想される

こと、③東インドネシアの玄関口として交通の要所であることなどから、国家レベルのサー

ベイランスモデル構築の対象地域として適切である。 
 
４－２ 有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から高い有効性が認められる。 
 

（１）AIのヒト感染症例サーベイランスシステムを強化するというプロジェクト目標の達成の

ため設定した５つのアウトプットは、南スラウェシ州だけではなく、インドネシア全体の問

題の分析から導きだされたものである。したがって、プロジェクト目標との整合性は高く、

AIサーベイランスシステム強化に必要な項目を網羅しており、南スラウェシ州をモデルと

した全国展開、効果の波及をめざす手段として有効性は高い。 
 
（２）具体的なプロジェクト活動では「システム強化」と「キャパシティ強化（人材育成）」を

中心としたアプローチが取られている。人材育成に基づいたシステム強化の実現は、プロジ

ェクトによる正の効果の持続性を担保するものであり、有効性の高い活動の展開が期待でき

る。 
 
（３）本プロジェクトの直接的な裨益対象は保健省から州・県・郡レベルまでの保健局職員およ

び医療従事者に絞っているため、効率的なプロジェクトの目標達成が見込まれる。さらに、

家禽のAIサーベイランスや他組織による既存の活動と連携したコミュニティに対するAI啓
発活動や、保健所職員によるコミュニティレベルでのAI早期報告のモデルが作られること

で、プロジェクト目標の達成見込みが高まる。 
 
（４）AI疑い症例患者の検体検査技術については、本プロジェクトには含めていない。インド

ネシアの国家検査機関は一定の技術を有しており大きな問題はないと考えられるが、検体数

が急増した場合の対応などを外部要因として注視していく必要がある。 
 
４－３ 効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な協力の実施が見込まれる。 
 

（１）本プロジェクトは、①インドネシアにおける国家鳥インフルエンザ統合サーベイランスガ

イドラインおよび現実的に機能しているシステムを尊重し、②サーベイランスを持続的に実

施していくため、インドネシア側のキャパシティ強化を本旨とし、③他ドナー・他プロジェ

クトやインドネシア側の自助努力により実施されている活動と本プロジェクトを相互補完的

に実施し、相乗効果を狙うことを協力の基本原則としてインドネシア側と合意に至っている。

このように既存のリソースを最大限に利用し、かつ、他の活動と相互補完的に連携してプロ
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ジェクトを実行することにより、効率性は最大限に高められると考えられる。例えば、日本

がWHOに拠出した資金を、南スラウェシ州におけるサーベイランスの連絡手段の整備や県

サーベイランス担当官の活動経費にあてることが検討されている。WHOは他の州で同様の

支援を行っており、その知見の活用も期待できる。その一方で、関係者の多さが調整に要す

る時間を増大させ、効率性が阻害されるリスクにも留意が必要である。 
 
（２）日本側は、サーベイランスのテクニカル・プロトコル作成、サーベイランスシステム強化

および研修実施に関して長期専門家を補佐する短期専門家の派遣を予定している。想定され

ている短期専門家の指導分野は期待される成果の項目を網羅するものである。特に、最も重

要な活動の一つであるテクニカル・プロトコル作成に対し、重点的な短期専門家の投入が想

定されており、効率性の高い活動の実施が期待できる。 
 
（３）中央レベルですでに養成されているトレーナーが指導者となり、サーベイランスに係るト

レーナーを州レベルで養成し、州のトレーナーが県レベルに対して研修を行い、県レベルが

病院・保健所などを指導することにより比較的短期間で面的な広がりを期待できる。コミュ

ニティにおける早期報告システムの開発にあたっては、県レベルとモデル対象の保健所（５

か所を予定）が管轄下の全村落に対して活動を行うことにより、焦点を絞った効率的なモデ

ル開発ができる。 
 
４－４ インパクト 

本プロジェクトの実施により、以下のインパクトが期待できる。 
 

（１）南スラウェシ州で保健省とともにAIサーベイランスシステムの確立に成功できれば、保

健省はその成果を国家政策に反映することしており、協力終了後に他州での展開が期待され

る。さらに、将来的にはインドネシア全体のAIを含む重要感染症のサーベイランスシステ

ムに対する正のインパクトが期待できる。 
 
（２）地方分権化により低下した中央（国家レベル）と地方行政府（州・県）との情報ネットワ

ークが再構築されれば、インドネシア全体のサーベイランスシステムや医療情報ネットワー

クの強化に関する波及効果が期待できる。 
 
（３）AIヒト感染の早期封じ込めが実現できれば、AIの新型インフルエンザウイルスへの変

異・感染流行の社会的影響が抑制され、全世界・国際社会に対する正のインパクトは計り知

れない。 
 
４－５ 自立発展性 

本プロジェクトは、以下の理由により、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続される

ことが見込まれる。 
 

（１）インドネシア政府はAIヒト感染症例サーベイランスを重要な国家政策の一部と位置づけ、
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本プロジェクトによる国家モデルの形成をめざしており、政府のコミットメントも高い。し

たがって、インドネシア政府の予算措置や人員配置を含め、政策上の自立発展性は高いと考

えられる。 
 
（２）本プロジェクトでは、新たな技術を導入するのではなく国家鳥インフルエンザ統合サーベ

イランスガイドラインの実施強化や既存のサーベイランスシステムとの連携に重点を置くた

め、他州でも受け入れられやすいと思われる。サーベイランスにかかわる保健人材の技術レ

ベルをある一定のレベルまで引き上げることができれば、プロジェクト終了後も現場活動を

通じた経験の蓄積、組織内での技術波及が見込まれる。 
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